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長崎県教育委員会教育長 池松 誠二 様
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監査の結果について

地方自治法第 19ヽ 9条第4項及び第7項の規定により実施した下記監査の

結果を同条第0項の規定により別添のとおり提出します。   |  ｀

記

1 令和元年度普通会計定期監査 (後期)

2:令和元年度財政援助団体等監査 |
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第

令和元年度普通会計定期監査結果(後期)

1 監査の概要

1 監査対象機関及び実施口       :       ^       ●

と也方自治法第199条第4項の規走I手ょる令和元年度複期における普道会計め定期監

査Iよ、令奉口元年11月 5甲 から令和2年 1月
14日 まであ劫歯にども`いモt:121首所の地方

機関(矢口事部月、県立学校等〔警零署ィを芦象として実施し■。i｀

監査対象機F姜珂.監査年月日及ぴ監査にあたつた委員Iよ、月J紙のとおりであるよ

【監査対象機関】
地方機関

知事部局の地方機関 県立学校等 警察署 計

実地監査 10 23 7 45

i書面肇套 12 49 15 76

合計 22 77 22 121

監査対象期間   !             i●  :   `―

涼貫Jとして平茂 16年度を■家期間としたが、監査委員が必要と認めるときは、令和元

年度についても藍査日までを対象郭間生し■9   1       :

監査の観点           ! ri :   一

監査に当たつては、彙の事務事業か法令等に則ウ適正に行われているか、
i経済性、効

率に、●効性 I本確l呆|れている
,｀
などの観点から実施した。

4 ∫基本事項

(1)収入

①
「
収入確保のたり、調車事務、徴堺対策が適切に行われているかと

② 収入未済の解消について、時効の管理を含む債権管理を適切に行い、効率的な回収
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(2)予算の執行

0予箕の載行は、適切に行われているか。
② 経済性を考慮し計画的かつ効率的に執行され、効i果的なものとなつているか。

|(!)契伸  :: I I   .    t i .  .
:9季託考弯の案績狂び履行?時認が徹底されでし`るか。
l② 予東価格ゆ積纂本艮拠は1明確かつ導切であるか。i

- 0:委託あ歳巣,が有効|こ活用されてぃるか1.:

(4)工事

① ■事の計画!設計田施ェが、法令等Iこ楽拠しているか3適功かう効率酪、1経済的に執行さ

れているか。             、             :
② 設計棟算にあた0て十分な検討及む設計熊査が行われセいるか:事たt特に契約変更時
―
 Iユ必要性、経済性が襟討されてぃるかを          :
③ 入札手続き、契約‐方法、支由に関する事務処理は適切に行われそし`るか。

(5)補鳳力金等

l① 補助◆等の事務処理は、蘭條法令等に基づいて適切に行われているか。  : :
i②

l甫鳳力事業完了後の書面や現地での疲行確謝は,警琴に心じ適切に行われているかど

③i補助事業あ効果の検証iよ、行われてとヽるか。                 i

(6)物品

① 適切な物品め調達 B管理が行われているかど

② 物品が有効Iと活用されているかと

(71財産の管理 l          1    1    1

0公 1若財■警?管連墜,規貴1等に基づき導

―

うに行われてぃるかと

② 公有財産は、有効に活用されセいるか。
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第2 監査の結果                          i

l:総括 - 1            ■

監査の結果、地方機関における財務にF共同|する事務の執行にっいては、おおむね適正に

行われているものと認められた9                :   ・ .

しかしながら,T部 :こおいて 下ヽ記?指坤事項等のとおり是正または改善を要する事I買

｀

ホ見受けられたのお、今後とも関、係法苓等を連守するとともにt適正かつ効率的な事務執

行の確立に努めゃ必要がある。      「  :  J    :

2 指摘事項等の株Л

今回の監査の結果、事務処理を是正r改善すへきものについては、以下のとおりである。

(  )I事

,今回

況など

る

平成30年度後期監査結果件数               ,  .   ・

建七埋路董Ⅷ縛群尊勢靴写拙耐

その他財産
管理工事

助

等

補

金契約
予算

執行
収入

入
済

収

未計

↓

０

((11)

19

Ｄ

３
(1)

1

０

０

(ヤ0)

20
(15)

a

０

３

((3)

11

(54)

65
指摘事項

(1)

3
(17)

45

(14)

24

分

３

幼

３３

(4)

1

(21)

36
(23)

13

０

３

(112)

161
指導事項

(0)

0

ω

ｌ

↓

０

(の

Ｏ

め

０

(０

０

(1((0)

0

０

１

０

３
工忌

か

３

(20)

27

９

３

(28)

65
(35)

53

(5)

2
(37)

45
(26)

16
(13)

15
(169)

229
合  計

※ 監査結果はt次の区分に■り取り扱ラ。

(1)指摘事項

①法令、条l,ll文は通達等1手違厚しているものi            !

②機関の意思決定が適切になされていないもの    _

◎収入確保に適七刀な培置を要すoもの

④予算を目的外に支学してしⅢる|の     .

⑤不必要な予算勢行をしているも9署は損害を生じている|の     、

⑥経済性、効率性、有効性の観点々らヽ改善を要するもの

②前口〔指摘事項又は指導事項とした事項のうち、是主・改善されていないもの

◎その他、不当又は適正を欠く事事て指摘が適当であると認められるもの

(2)指導事項 _

指摘事項の項目に該当するもののうち、軽易と認められるもの

(3)意  見

①執行機関等に

②県の組織及び

改善・検討などを促し、

運営の合理化を図るた

又は注意を喚起することが必

め、特に措置を要すると認め

要と認められるもの

られるもの

-3-
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(1)収入未済について

税外未収金において、有効な時効中断措置を講じなかったため時効期間が経過した事例

が認められた0モ、適軍な債権管理を行い、効果中な徴収対策を講じるなど1又八の確保に努

めるべきである。                    .
また、管収め見込がないものIとついては、債権放棄等の適切な措置を取るべきであるも

(2)収入について

甲伐材Q嘉払いにぃいてて支払代金を延滞してぃる者をその後■指名競争入本Hこ参加させ

てぃる事例や、実習で製造した生産品の販売収

^に

つぃて、県の歳入から漏れている事イ冽lな

どが認められたのモ(収入事務の適正な執行に努めるべきである。

(3)予算の執行について     :  !  i
lキ勿品の購入において、一者随意契約が可能な3万肖以十の予定価格冬物品購入伺いを行

いヽ 同一時期に同■業者に発注している事例が少なからず認められた。| 
―
  | |

また、傭品購本において昇積青の徴取よ嚇■〒業者
^購

八決定あ導悠を待っている事例

などが調ゅられたあで1適

=な
事務処理を各うべきであるも  '   |        :

(4)契約について

業務委託で契約の仕様書に定める作業の回摯どいりに・業務が案花きれていない事1,l、 契

約予定額の算定において作業の画数:頻度を詳宇.し
ていな

|ヽ
事型i本検業務委著I〒おぃて不

呉合の報告があったにもかかわらず対応がなされていない事1,l卜 犬捕擁抑留等業務委託契

約にぃいて捕獲した犬―頭が逃げたにもかか,|ず、1横獲■ぴ送|ヂられた事案を業議実績

報告書I手記載させていない事例などが認められたので、適正な対応を行うべきモある。

(5)工事について

道路口文卑工事の設計において∫卓道の規制が必要ないにもかかわらず～必要があるもあと

して共通仮設驚率等の施工地域補正を誤つて適用していた要柳Jが認められたので、適とな事

務処理を行うべきである。            . ‐ |      ―

-4-
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(6)補助金等について

補助金の交付額確定において1領収書等事出あ事実を証明する書類等の写しの提出を求

めておらず、確認が不十分なまま眸定を行うている事例などが認められたので、適正な事務

処理を行うべきである。  :

(フ )物品について.          :
善物前物iこついて(保管庁車にれ錠がされていない事例i長期歯使れされていないものが使

1月ゅ見込々ヽないま事僻管されて、し|る事イ夢llなど多くの関題が見られた。

1(ま
た、全ての農業青校等におじ〈てt寿習下J又穫した錦業等の生産菖について、生産数量が

・
報各されてぃなからたので、t生庁生品の適正な受入れB払出しを行うべきであると

(8)財産の管I里 1こついて |           !占
蘊続とてとヽな事l,lお t使用見込みがなぃ義員;漁

港施設用地で、1不法占用の状態が長郭F        , i
t公

舎iこちいて、れ途廃止を行っそし`な|｀ため菌有資産等所在市町村交付金が李け育れてい

:る
事1)l、 またt学校で飲崩に供されている十戸水の水責検套で某常値が響告されている?に

もか4わ二ず〔枝″今≠止する等の適切な対応が長期間取られていない事例などが認め,れ

たので、適正な公有財産の管理に努めゃべ吉であるδ1l   i  ・ i ::     r i

-5下
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2

第3 指摘事項

次のような不適切な事例があちたのでt適正に事務を執行すること。

1 総務部

(1)収入未済

3 県民生活部

(1)契約

4 福祉保健部

(1)収入未済

収入未済については、効果的な徴収対策を講じ、収入の推ィ呆iこ努おること。(彙税及び
加算金等)

i [五暑振梨局管理部税務課～壱山支振興属管理部税務謀t対馬振興局管I里書i税務課]

(2)財産の管理               :
県公舎建築設備点検業務萎詩liょり真|が報告されてiヽお箇所iとつiヽて1対策が行

| われておらず、また修繕計画の検討も行われてぃない。   f I      I I
I                   [事 島振興局上

=島
支所総務課]

企画振興部  
｀         .

(1)干算の執行                           |
公合の修繕において、■括発注ちヽ可能と思ゎれるものを3万円以十め予定価格で1繰

●ツ:澤し同下業者と〒秦,主していると宝易な同■業者

^の

発淳を見直し、競争性B透日月とを
幣保することもまたI施待伺に修繕め根拠となる資料が添付されていない。  |
i   f   i           ・ [五島振興局上五島支所総務課]

(?)契約    : :  :「  |                 ―

①諫早湾干拓堤防管I里事務詩浄花椿保寺点検業務季託において、受託者に対し請求
言提出の指示をしなかうたこと●最終的な財務端末であ烹出済の確認ができてしヽなか
ったこどI三ょり、過年度支出となってぃる。      [東 英振興局管理部総務課]―

・

② 上五島支所庁舎清掃業務委託においてく           (農
林部に再掲)

も仕様書どおり!手業務が実施きれていないj l
l                      [五 島振製局上

=島
支所総務課]

犬捕獲抑留等業務委託契約においてt抑営中の狂大病手F方法逢皮犬れ頭を逸走させ
てし|るにもかかゎらず、受託者に指宗をして、捕嘩、連走があった事実を業務実績報告
書等I〒記載させていない。また、犬の抑≧台帳等の改ざんを行つている。

[五島振興局保健部衛生環境課]

収入未済につぃては、効果的な徴収対策を講じ、収入の確保に努めること。

(2)予算の執行

(生活保護葦返還金等)[西彼福祉事務所(上五島福祉事務所]

(障害福祉使用料等)[こども医療宿在七う歩二]

カタログ価格では3万円を超える物品の調達において、二つの業者から示されたカタロ
グ価格よりも木幅に下回る3万円以下の値引き告の価格を他の業者の見積を徴取するこ
となく予定価格に設定して一者随意契約を行っている。[対馬振興局保健部企画保健課]

-6-
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(3)契約
               Ⅲて、「請負」により委託契約しているが、相誤生活函窮者等就労準備支援事業につし

支援など労務の提供を目的とする委託業務であることから「委任JI手より契約すべきで,
る。またて予定額の悔纂において、電話の基本料金を含めており、過大な積算となづてい

る。         |   :               [西 彼福祉事務所]

筆yど函易峯使用されとよないもあが広,、 兵晨磐量ぼ索縫1斎控ぎ奈尉i最
|lfl｀

るとまた、.検査で使用した強酸度の癖淳i

!   [県英振興局保健部環境課]

■δ 毒キ勿劇物で長期間使用されていないものが存在し、使れ見込みがなぃまま保管され

ている。また、施錠されていない保管庫がある。  [対馬振興局保健部衛生環境課]

③ 劇物め保管:甲 管理I手おいて、毒物劇物危害防止規定に基

い 。                                        ,

産業労働部           上  i

(1)物品  J              
言決走決議書症ぷ処/刀` 結果幸康各書の「担↑完

① 産業廃棄物として処分する物品の不月

1了 日」I=ういて、■ニフエスト記載の最終処分終了日とすへきところ～校内の回収ボック

[長崎高等技術専門校]ス

^の
投入日としている。   :

② .登録物品である製甲用9持子が4B却所在不明となつている。   「―
(    [佐

世保高等技術専門校]

水産部  |     _    |             ‐

∵と;又篠 基にちtiti:t効葉的な1′数J又

尋き雪層菫子
Ⅲ入

,fi星絶電桑桑壷甚箋嘉脇:引 上げ費用、漁港F共弓導

“

設甲士也使用料
―

② 収入未済
:の薇収9見込が書いものにういては、債権放葉等あ適切な措置を取るこ

と。(漁港施設占用料、漁港施譜使用料相当額等)    :́

:       [五島振興局上五島支所建設音L管理・用地課]

12)予犀鍵選額也i:蚤て,キ旨≧と女二に■か Ч々つ:Э ず キヽ勿品の購入Iと決,い てt同■のF~斤属が同■

時期に、3万円黙下の予定価格で物品購入伺いを行い、同一業者に発注・購入してい

:る。同■業者への発注々安易に繰り返すこ|なく、見積り合わ甘を行うなど蒻争原理吉発

_       [総 合水産試験場]
揮させる手と。 |■                 、

(3)契約

① 漁港環境及び海岸環毎整備施設管理業務委託において、再委託の承認がされてい

ないものがある。またて仕様書で定めてぃる作業計画が作成されておらず、確認もされ

ていない。さらに、精算時の完了報告書において十分な記載がないのI耳精算確認をし

てしヽる。 |           [五 島 ;辰興局上五島支所建設部管理口用申課 ]
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② 取水機械練の修繕について、一者随意契約の理由が不適切であると

[総合水産試験場]

◎ 庁舎の清掃業務萎託|こおいてt仕様彗に定める清掃作業の実施回数に対してt当該
月に清掃されていない箇所お清掃画数が不足する箇所があるが、履行状況の確認が
不十分である。 !             ● [総合水産試験場]

④ 庁舎の幹械警備業法萎註において、器間外勤弯命令にょ0手となくて庁香内で宿泊ま
たは深森退庁を繰り返す庁舎内にある他機F芸日の職員がいるため 本ヽ館の機械警僑を
実施できない自が生じているにもかかわらず,改善に向けて必要な対応を行っていな
い。         i t           i  「総合水産試験場]

⑤ 伺いシステム蘭発業務委託において、成果品のバうクアップ市プログラムデニタの提
1出がないにもかかわらず、履行を確認しているЬ   i    [総合水産試験場]

o自 動販売機設置場所貸付契約あ締結にあたり、業為保証金としを、履行期間が残ぅ
― ており、電気料の納入を確認していなしヽ現行契約の契約保証全を充当している子

:  [総合水産試験場]

② l昨年度の監査で、指導したIともかかわらず、圭出華霧の効率花等を歯るたあの具体
1帥な演討を行わなから々 ため、調き用船対等で、多数回、同■の東払先に同一単価モ
1支出している。単1面契約等により支出事務の効率化や低廉化を口石

^吉

である1 1
:  :     i     f      手      [総 合水産言式験場]

(4)物品    、                           |
1 卿物が一般の試薬と同じ場所に保管ミ々長路鞘 r鋭1建晶皐畠皐勢衰ギ鍵:ζ百11〔1緊撃纂銹イ無錫系を桂する。 |
| 

｀
           [対 馬振興局崇林水差部対烏水産業普及指導モンタニ]

.(▼)V薄9管騨 ―     |:   i    ! :  I; .
漁港

“

設用申I手ついて、不法占用の然態が長期間継続しているものがあるため、早期
に是正を図るとともに、不法占用にかかる使甲料相当1額についても確実に徴取するなど′・適正に対処することも .: |       [長 崎港湾漁港事務所]

7 農林部           i  :  i       i       i
(1)収入     !

県営林産物の売払いおt支李ム代金を延滞した者を指名,競争入本とに参加させているも
[対馬振興局農林水産部林業課]

(2)予算の執行
諌早湾千キ石堤[方 の管理にかかる2件の業務委託につぃて、施行伺の決裁日本り前

に、予定価格調書の作成や入札執行通知書の送付等がなされているも
i             [県 央振興局農林部諌早湾千拓堤防管理事務所]

-8エ
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(3)契約
               !守 点検業務委能において、受託者に対し詰本

① 諌早湾千拓堤防管理事務所浄1ヒ槽保

書提出の指示をしなかうた1生や最終中な財務端末での支出済の確認ができていなか

ったことにより、過年度:支出となつている

1喚振興局違林音焉言束早湾千i石堤防管理事務所]｀ | :      [県

② 飼料単l面契約
∫(乳十,1まが ?イ

牛の■名芽争入札にお
｀
いて、長年にわたリ

エ
育を除きす

.曽紹ご霙濡翔幕 辞琴    琴る。ユ

(4)物品            =
試験研究で生じた野菜!等の生産品|こついて

|

適正な管理が行われてぃなし
,ど |

土木部     l    i      t    l
(1)|イ

哲冥莫甚I二ぅとヽ|ど tと、効果的な徴i又1崇を講とi射i入の確1呆 I二努あること!

| (‐ 般会計:桟橋lttF料、冶湾

“

設使用料r        i
港湾施設整備特別会計 :ターミナ″媒用料、駐車場代等)[景崎潜清浄港≡務所]

② 収入本済が新■に発生しているので、案効性のある徴収対策に取り組み、収入の確
[五島振興局建設部管理“南地課]を

保に努めること。(港湾施設使用料等)

③ l又天未済にういたは、時効中断措置及.び効果的な徴収対策を講じ、収入の確保に努

[対馬振興局管I里部総務課]

めることも(通払い報酬の返還全)

δ コ支入某善にちいて 有ヽ効荏時効中断措置を講じなかつたため、時効期F口弓が経過して

いるものがある。時効管理を含む未効性?ある薇収対策に取り組み、収入の確保
|こ
努

めること。(一般会計、港湾施設整備特別会計 :港湾施設使用料等)i

'i            r   [対 馬振興局建設部管理課]

(2)J又入

普通財産の貸付に係る調定において、事務手続きが著しく遅延している。
[五島振興局建設部管I里 口用地課]

(3)予算の執行         :
九ニドプリシタ等あ備品購

^IFお

いてt見績書徴取の日付より前I子業者今購ハ恭定の

連絡を行つてし`る。またti見積執行通矢!書の作成や、見積決定の処理が行われてい4
ぃと     ,                    [長 崎港湾漁港事務所]

(4ざ

与1登崎送先船色基上屋 (高圧妻篭設備)自 家用電気ェ作物保安管理業務委託におい

て、電気設備等の更新が肇要でつるとの点検結果報告があつたにもかかわらず、対応

[長崎港湾漁港事務所]

がなされていないと      ｀

生産段階で生産報告がなされておらず、
モ    [農 林技術開発センタイ]

-9-
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9

② 相の浦港港湾緑地管理運営業務委託の予定額の算定において、作業の回数、頻度
を設定していないと,: [五島振興局建設部管理:痢地課]

◎ 空港消防掌難活動業務委託においてt人件費の積算が埠大となっている。
[壱岐振興局建設部壱岐空港管I里事務所、対馬振興島建設部対馬空港管理事務所]

(5)工事          f

,謡駆草銘爾繁範毒言よ千P午事蘭蔀監彙桑湿壇三驚寵策
教育庁   :        「                  ｀

(1)収入     :             |
:  実習で生じた缶詰の販売収入の耳又扱し`につぃて、写

'鶏

章等あ全1額を県費冬支出し
た缶請(マグロ缶)の販売収入の下部が私費会計 I子計上され、県の歳入から

・
漏れてい

る。     1           1       .
また、原材料費等を県費と私費会計とで支出しているにもか力|わらず、販売収入お全

部を私費会識に計上している缶詰(サバ、与ンマ缶)がある。
原本オ料費等の金額を県費で東出し、販売Ⅲ入の全額を県の歳入として、東費と私費会

計を明確に区分すべきるある。| ・  i      I   I[長 崎鶴岸言等学校]

(2)芋葺め執行, I    ● |! !  i′ |  :  ‐ 十

Q棟 舎?修繕I=おしlて、3万円をわずかに下山る予定価格で、年間を通じそ同一業者
への発亭を繰り返してぃる。安易な同二業育への発注を見直し1・ 競争性子透明性を推ィ呆
することを  '  :               .  [国 寛高等学校]

② 農場の汚泥汲み取りで■着随意契約の理由がないものがあると

③:白二十勿品あ賠入において、少豊手ち3ラ         [諫
早農業高等学校]

注してぃoものがあると安易な同■業者買
円以

~Fの
予定価格で向す業者Iこ繰り返し発

ことと   i     ・    | |―
の■注を見直し、競争性

B透明性を確保する

! :  ・     F    :「      i i[佐 世保中央高等学校]

(3)契約      ■  |       :                   と

o産 業廃棄物収1集・運搬及び処1分業蒜萎艶契約に当たり、見惜決定をせず、またt貞
積額に消費税を加質せず契約を締結してとヽる。        [対 篤嵩等学根]

9'1ヒ潜保守点換業務萎託Iま お(11牛におしヽてi業議が任持書どお
｀
りに美施

!さ

れそいな
いぅ      _■ .■          : i[西彼農業嵩等学族}

◎ 莫曽棟a艇庫移動事クレ‐ン本検業務委詩IまかIⅢあ業務季託におt(て、キ甫修の必
要がゎると9報告力、あ●ているのにも:かかわらず、明幣な対応方針がなぃと

0消 防用設袴帯点検業務萎韮:夢卜五件の委言         [長
崎鶴洋高等学校]

モにかかる契約書等につJいて、検印を受ける
ことなく公印を押F口 している。                [口 加高等学校]`

-10-
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(4)物品

《毒物濠ll物》
            ,、 保管庫や、「崖巣用外朦l物 1の表示がな

|ヽ 儡① 劇物の管理において、

“

錠設備のなt

i !  [茜陵高等学校]

管庫がある。
‐          i

②選簿罐窮盈、蘇岬 1悪葉皇岳霊羞甲経魂訛綿
iられていないと                         、

③
謎 契革ξ碧隅係黒郭模詈樫熟亀ぞ『「ザ″:暴今争躍彗輩輩頼す

。F守魏吊鎌劉協庸載
:龍ζ鰈騨

物が同一の保管庫に混在して保管されて    ,、

P鍵錠耳戸甲〒転撃詩
《生産品》 :       ・ :

① 実習で生じた野菜等の生産品について、生産数量が管I里されておらず、受本れ日払出

しの卓正な官嬰が年わⅢていない。           ri  :           [諌早農業高等学校、西彼農業高等学校、北松農業
―           高等学校t島原農業高等学校t大村城南高等学校]

δ 実きで生じた缶議の華入れ日払出じの数室管理Iとついて、担当教諭が生庁生品出納簿

の管理及び登記を行つており、出納
1員

による処分数量、在庫数量等お管理が行われて

いない。       、       
「   :    t長 崎鶴洋高等学校]

《その他》  i l  l      
っぃてt ttt刀 な公告期間がとられていない?ま

:浮と牛の売却にか々 Ⅲるf般競争ハ本Ⅲに|

た〔入札保証金に蘭する事 I買 力ヽ公告 I手記載されていないbさらに、物品の不用決定前

| に売却にかかる事務処理が行われてぃるぉ        [島 原農業高等学校]

(51財産

害冥習っi、てt演守煮基業務芸評基水質の異常1直が幸直告されて声た、公的検査機

関の水質検査でも不適合と判定されているにもかかわらず、長期間適切な対応がとられ

r     [北 松農業高等学校]

ておらずt飲用にも供されている。

-11-
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第4 意 見             :
今期の監套においては、業務姿託にぉぃヽて、契約で定めた作業の回数ゃ羮施方法どぉり|こ

碁務が案施されていない事例や、施設等めi点検業務委託において不具合の報告があったにも

ん
|々 わヽらず、その後の対応がなされていない事例が見られた。事業の趣旨,必要性を十分に理

解していない画があ0と思われるので、1事業の目的を常に念叢において事務に当たるよう求あ

たぃ。   ■     l i          !

ない、特に速やホな改善T検討などが必要と認められる■のは、以下のとおりである。

(1)1又入未済への適切な対応について| ■              ‐

税外の収

^未

済にうぃて、納期慎を過ぎた延滞者に対して法令等に基づく督促を行うこと

なくこ画談や電話催告に終始している事イ)lや t停務の承認や訴訟提起など有効な時効中断着

置を取うていないため時効期間が経適してしまうた事例が見られた。

また、市内に放耳さ4々始が沈没し、耳か引上げを代行した案件について、多額のJ又入未

済|ミ秦牛しているが(本来、沈没事古女が発生する前に不民主極的に放置船への対応を持うととが、

未Ⅲ金の発生防止にうながると考える。          1  1
収入本済の縮減に口げて、関係法令や今嶺策定された「長崎県債権管理マユニアル」に基

づきて言促や伴告―資

=林

況φ把握等に警め、適功な蒔期に違清なく法中措葺を含あを対ほ

する手とや人材の育成を求あたいと

(2)毒物濠!物の適正な管理Iともぃモ      :      
〔財政課、関係部局所管課〕

iィ
轟物濠ll十勿にうとヽそIよ 、前効に引き続き各穣歯の管理状況を確議したところ、1呆管庫か施罷 ′

さ4ていない事イ冽l、 危害防止規定に基づく点検がきれてしヽなし`事1,l、 長期間使用されずfと保

官さ4たままとなってし`る事例のIま か、検査で使用した強譲度あ廃巌が床(通路)に告ち、えた

声まとなつている事イ柳l、 劇物のガラス容奉が破損しているにもかかわらずt飛散防止策等の適
・

切な対応が取られていない事例などが確認された。                ´

使用見姿の書い毒物劇物にういては、多嶺,経章を要するという手とで処分が進んでいな

い面も見受けられるため、所属間譲渡や廃美墓分|あ葉約処連手が効果占碁あると思わ元 |

るので、必要な方策の検討を求めたい。

なお、県立学校においては、長期間にわたって本使用のまま保管している毒物劇物につい

て処分を予定してぃる学校がある上方、処分についての検討が不十分であると思われる学校

も見受けられた。使用実績のなぃ毒物劇物め保管と処分についての基本的な考え方を示すと

―■2と
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とが必要であると考える。

〔F共同係部局所管課、高校教育課〕

(`)予定l面格が3芳円を超みない物品苧入等Fiついて         I

物品の購入につと`ては、長崎県財務導卿l第 106条 (見不責書の徴取等)第 1項の規定で
,三

者以上あ見積書を徴取する必要があるか、その予走価格が3万円を超えなぃものにあっては

同条第3項の共見定により早積書の徴耳又々 官略しt■者へ発注できることとされている。

前年
i度

監査に七lき続きtキ勿品購入伺

=等
を確認したところ|二 回の購入額が3万甲を超え

ない予定価格を頻繁に■者随意契約で肇天してぃる事例、公舎等の修繕について3万 円を

わずかIと下回る予車誓巻同一業者I:繰 ?返し発注している不自1然な事l'lも見られ■も

|これらの普婁には、事務Φ‐輝雑さを避けたいという思いやt各部署の職員の求めに応じて

をお著i度発注しそいえ美態かあるものと思われる。         : |

i姜易に二
警発注を行う手|は 競ヽ争性

B透日月性を損なうこととなりt過去う不適切なキ勿品調

達間越と同様の問亀を繰り返さないためIこ→、適正な調達ル■ルの徹底と業務実態 踏々まえ

た計画的な発注あ仕組みづくりに早急に喜ゥ組むことを求めたい。 |  ● ―

l i4     Ⅲ Ⅲ        〔会計課i教育環境基備課、警察本部会計課〕

-13-
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(別  紙 )

1実地監査

監1査 対 象 機 関 委員監査年月日 監 査 委 員

[振興局]

([福祉保健部F美弓係]

[水産部関係 ]

総合水産試験場 令和2年 1月 24日 漬本磨毅穂 山本 由夫

[農林部関係 ]

農林技術開発センター 令和2年 1月 23日 砺山 不口仁 山田 朋子

[教育庁関係]

長崎港湾漁港事務所 令和2年 1月 23日 漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

県央振興局 令和元年 12月 23日 漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

五島振興局 令和元年11月 14日 渡本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由共

五島振興局上五島支所 令和元年 11月 15日 砺山 和仁  山田 朋子

壱岐振興局 令和元年 11月 6日
渡本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

対馬振興局 令和元年11月 6日
漬本磨毅穂
山田 朋子

砺山 和仁
山本 由夫

上
=島

福祉事務所 令和元年 11月 15日 砺山 和仁 山田 月月子

こども医療福祉センター 令和2年 1月 23日 砺山 和仁  山田 朋子

埋蔵文化財センター 令和元年11月 5日 漬本磨毅穂  山本 由夫

長崎東中学校 令和2年 1月 24日 砺山 和仁  山田 朋.子

佐拌保北中学校 令和2年2丹 4日 砺山 和仁 山本 由夫

長崎東高等学校 令和?年 1月 2今日 砺山 和仁 山田 朋子

佐世保北高等学校 令和2年 2月 4日 砺山 和仁  山本 由夫

島原高等学校 令和2年 1月 17日 漬本磨毅穂  山本 由夫
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監 査 対 象 機 関 委員監査年月日 監 査 委 員

西陵高等学校 令和 2年 1月 23日 砺山 和仁  山田 朋子

松浦高等学校 !

令和2年2月 4口 漬本磨毅穂 山田 朋子

対馬高等学校 令和元年11月 5日 砺山 和仁  山田 朋子

五島南高等学校 令和元年 11月 15日 濱本磨毅穂 :山本 由夫

奈留高等学校

国見高等学校

令和元年11月 15日 渡本磨毅穂 山本 由夫

令和2年 1月 17日 砺山 和仁 山申 朋子

波佐見高等学校 令和2年2月 4日 砺 山 禾H仁  山本 由夫

農業高等学校 令和2年 1月 16日 渡本磨毅穂 山本 由夫

北松農業高等学校 令和2年2月 3日 砺山 和仁  山本 由夫

西彼農業高等学校 令和2年 1月 24目 渡本磨毅穂 山本 由夫

鹿町工業高等学校 令和2年2月 3日 砺山 和仁  山本 由夫

佐世保商業高等学校 令和2年2月 4日 、 漬本磨毅穂 山田 F月子

原商業高等学校 令和 2年 1月 17日 渡本磨毅穂 山本 由夫

長崎鶴洋高等学校

五島海陽高等学校

鳴滝高等学校

令和2年 1月 23日 渡本磨毅穂 山本 '由 夫

令和元年11月 15日 演本磨毅穂  山本 由夫

令和2年 1月 24目 砺山 和仁  山田 朋子

佐世保中央高等学校 令和2年 2月 4日 漬本磨毅穂  山田 朋子

盲学校 令和2年 1月 24日 ′ヽ濱本磨毅穂 山本 申夫

島原特別支援学校 令和2年 1月 17日 砺山 和仁  山田 朋子

長崎特別支援学校 令和2年 1月 23日 渡本磨毅穂  山本、由夫

諫早東特別菜援学校 令和2年 1月 16日 砺山 和仁  山田 朋子

大村特別支援学校 令和2年 1月 16日 砺 山 和仁  山田 朋子
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大浦警察署 ´ 令和2年 1月 23日 漬本磨毅稿 山本 由夫

浦上警察署

佐世保警察署

令和2年 1月 24日 砺山 和仁  山田 朋手

令和2年2月 5日 漬本磨毅穂 山田 崩子

令和2年2月 5日 漬本磨毅穂  山田 朋子

五島警察署 令和元年11月 15日 渡本磨毅穂 山本・由夫

壱岐警察署 令和元年11月 5日 演本磨毅穂 山本 由夫

対馬南警察署 令和元年11月 5日 砺山 和仁
~山

田 朋子

監 査 対 象 機 関 委員監査年月白 監 査 委 員

[警察署関係]
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2書面監套

監 査 対 象 機 関 委員監査年月日 監 査 委 員

[危機管理監関係]

消防学校 令和2年2月 14日
|

渡本磨毅穂

[総務部関係]

東京事務所 令和2年2月 14日 渡本磨毅穂

[県良生活部関係]

謙早食肉句生検套研 令和2年2月 14日 漬本磨毅穂

ど福祉保健部関係]

[福祉保健部こども政策局関係]

開成学園
― 令和2年 2月 14日 渡本磨毅穂

[産業労働部関係]

長崎高等技術専門校 令和2年 2月 14口 渡本磨毅穂

佐世保高等技術専門校 令和2年2月 14日 渡本磨毅穂

[農林部関係]

肉用牛改良センター 令和2年2月 14日 濱本磨毅穂

石木ゲム建設事務所 令和2年2月 14日 渡本磨毅穂

-17エ
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西彼福祉事務所 令和2年 2月 14日 渡本磨毅穂

東彼B北松福祉事務所

土ども“女性口障害者支援センター

令和2年2月 14日 渡本磨毅穂

令和2年2月 14日 漬本磨毅穂

令和2年2月 14日 渡本磨毅穂

[土本部関係]



新幹線文化財調査事務所 令和2年 2月 14日 漬本磨毅穂

漬本磨毅穂
センター 令和2年 2月 14日

長崎図書館

対馬歴史民俗資料館 :

令和2年 2月 14日 漬1本磨毅穂

令和2年 2月 14日 漬本磨毅穂

諌早高等学校附属中学校

早東高等学校

長崎西高等学校

令和2年2月 14日 演本磨毅穂

令和2年2月 14日 渡本磨毅穂

令和2年2月 14日 渡本磨毅穂

長崎南高等学校 令和2年2月 14日 渡本磨毅穂

長崎北高等学校 令和2年2月 14日 渡本磨毅穂

長崎北陽台高等学校 令和2年2月 14日 漬本磨毅穂

保南高等学校

佐世保西高等学校

令和2年2月 14日 漬本磨毅穂

令和2年2月 14日 ∫漬本磨毅穂

宇久高等学校

謙早高等学校

令和2年2月 14日 漬本磨毅穂

令和2年2月 14日 渡本磨毅穂

猶興館高等学校 令和2年2月 14日 漬本磨毅穂

豊玉高等学校 令和グ年2月 14ロ 演本磨毅穂

対馬高等学校 令和2年2月 14白 渡本磨毅穂

壱岐高等学校 令和2年2月 14日 演本磨毅穂

三島高等学校 令和2年2月 14日―
漬本磨毅穂

大崎高等学校 令和2年 2月 14日 渡本磨毅穂

西彼杵高等学校 令和2年2月 14日 漬本磨毅穂

監 査 対 象 機i関
委員監査年月日 監 査 委 員

[教育庁関係]
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令和2年2月 14日

令和2年2月 14日

令和2年2月 14甲

令和2年2月 14日

令和2年2月 ¶4日

令和2年2月 14日

令和2年2月 14日

令和2年 2月 14日

令和2年 2月 14口
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監 査 対 象 機 関 委員監査年月日 監査 委 員

虹の原特別支族学校 令和2年2月 14日 渡本磨毅穂

鶴南特月1支援学校

蒼望が丘高等特別支援学校

令和2年2月 14日 1 漬本磨毅穂

令和2年2月 14日 渡本磨毅穂

川棚特別支援学校 令和2年2月 14日 漬本磨毅穂

漬本磨毅穂
特別支援学校 令和2年2月 14日

桜が丘特別支援学検 令和2年2月 14日 漬本磨毅穂

[警察署関係]

長崎警察署 令和2年 2月 14日 漬本磨毅穂

稲佐警察碧 `令和2年2月 14日 演木磨毅穂

警察署 令和2年2月 14日 凍本磨毅穂

西海警察署 令和2年2月 14日 渡本磨毅穂

早警察署

仙警察署

島原警察署

令和2年2月 14日 漬本磨毅穂

令和2年2月 14日 渡本磨毅穂

令和2年2月 14日 漬本磨毅穂

南島原警察署 令和2年2月 14目 演本磨毅穂

川棚警察署 令和2年2月 14日 漬本磨毅穂

早岐警察署 令和2年2月 14悟 漬本磨毅穂

相浦警察署 令和2年2月 14日 漬本磨毅穂

江迎警察署 令和2年2月 14日 演本磨毅穂

平戸警察署 令和2年2月 14日 渡本磨毅穂

新上五島警察署 令和2年2月 14自 渡本磨毅穂

対馬北警察署 令和2年2月 14日 渡本磨毅穂
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令和元年度

財政援助団体等監査|

監 査 ■結 果

長崎県監査委員
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令和元年度財政援助団体等監査 監査結果

第 1 監査の概要            f
士也芳 自治法第199条 第 7項 の規定に基づき、令和元年度財政援助団容等

監査を令和元年 8月 21日 から令和 2年 2月 14日 までの期間においてゞ原

負Jと して平成30年 度を対象 として35団 体について実施 した。

i 監査対象団体、監査年月 日、財政俵功等の内容及な監査にあたつた肇

査委員は、別紙のとお りである。             i t

第 2 監査の結果 ―

1 総 括           !.:
驚査の結果(是正、改善または検討を要する事項が認められたので(

該当し:た 由ィ本についモあ適切な指導を主務謀‐イこ求めるとともに、主務課

に対するものにらぃては直接是■E等 を求めた。

2 指摘事項等件数

区  分
指 摘 事 項 指 導 ,事 項 意  見 合 計

団体数 件 数 団体数 件 数 団体数 件 数 団体数 件 数

団体に対するもの 12 17 48 8 23 73

主務課に対するもの 6 6 3 4 1 1 8 11

合   計 23 9 84

合計欄の団体教にういては、1重複分を除いてい:る 。

1監 査結果は、次の区分により取 り扱 う。

(1)指 摘事項 ① 法令、
.条

例又は通達等呼違反 しているもの

② 機関の意思決定が適切になされていないもの

 ́  ③ 収入確保に適切―な措置を要するもの

④ 予算を目的外に支出しているもの

⑤ 不必要な予 算執行をしてい るもの又 lま 損害を

. 生 じているもの

⑥ 経済性 。効率性、有効性の観点 |々ら 改善を零す

!    るもの  1        、

⑦ 前回、指摘事項ヌは指導事項とした事項のつ'

ち、是正・改善されていないもの

③  その他 、不 当又 は適正 を欠 く事項で指摘 が適

当であると認 め られ るもの

一

l一
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(2)指導事項   指描事項の項 目に該当す るものの うち、軽易
と認められるもの

(3)意  .見 .①  執行機関等に改善 。検討な どをイ足して又は注

:      意を‖
)亀 起することが必要と認められるもの

、 : ② 県の組織及び連営の合理化を図るため、特に
措置を要すると認められるもの     `i

e 指摘事項及び意見

(1)学校法人 鎮西学院   1      1
指摘事項

T 領収責につャてヽ (高校)(幼稚園)    |
授業料等に係 る領収書について、連続番号が付 されていない。
現金に係る事故を防止するため、書前に領収書に番号を付 した上

で使用することも             「

指摘事項 (対 象 :とfも 未来課 )

T 補助金額の確定 1こ うし`て

長崎県私立幼稚園特別支援教育費補二カ金の実績報告書において、
ネ甫員ノウ村象経費 (1,930107も 商)が交付決定額 (2:067,009円 )よ り小
さくな→てぃるため当法人あ負担額がマイナス (△ 127,924円 )と
なっているも     |
当法人はその旨案績諫告書で報告 してぃるにもかかあら:ず 、県は

交付■定額により当該補功金め額の確定を行つている。
過木交付となる補助金については返還iを 求めること。

)長崎国際航空貨物夕■ ミナル株式会社
見

出資 目的 と現状にういて

長崎空港が国際 丁国内航空貨物 ?物 流押点になるこ とを 目指 し、
平募 4年 に設 立 され た当接人 あ主要事業の 1つ であ る菌際航 空賓
物?取扱量につぃて、平成 9年度 (1,373ト ン)以 降、多少あ増減 は
あつたものの減少傾向にぁり、当年度の実績は開業以来最も少ない
57ト ンとなってい る。
1大

規模都市空港への貨物集 中や、航空便事情 も実績減 の背景 にあ

|る とのことでぁるが、関係機 関 と協議 を行 うな ど、物流の拡大 に向
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けて具体的方策の検討が必要であるも

意 !見 (対 象 :新 幹線 B総 合交通対策課 )

ア 出資 自的 と現状につい て

長崎空港が国際 。国内航空貨物の物流拠点になることを目指 し、

平成 4年 に設立 され
「
た当i法 人の主要事業の ■つであ る国際航空貨

!物 の取扱量にらぃて、平成 9年度 (■ 373ト ラ)以 降、多少の増減は

ぁぅたもああ減少傾向にあ り、「当年度の実績は開業以来最も少なぃ

5タ トンとなつているb

大規模都市空港今の貨物集中や、航空便事情も実績減の背景にあ

るとのことであるが(所管誤においても県関係部局と協議を行うな

ど、物流の拡大に尚けて具体的方策の検討が必要である。

ぐ3)― 般社団法人 長崎県観光連盟  :          :
指摘事項                |′
ア ィ般社団法人長崎県観差連理運営費等補助金 (事業費)の 実績́報

告の誤 りについて

, 当法人

^の
県のi補 助金額の確定事務について、平成 31年 3月 に

行うた計画変更 申請及び実績報告 書提出に際 して同補助事業で作

成した書籍の販売代金213,474円 を差し引いた額に補助金額を変

更チベきところ、当該金額を含 めた額で同補助金額の実績報告を

行い、結果的に補助金を過大に受領 しているぉ

過大受領 となる補助企については、県に返還すること。

指摘事項 (対 象 :観 光振興課 )

ア ー般社団法人長崎県観光連盟運営費等補助金 (事業費)に ついて

ヽ当法人べめ県の補助金額の確定事務について、平成31年 3月 に

行つた計画変更承認及び補助金額の確定に際し、同補助事業'で 作

!成 した書籍の販売代金213,474円 を差 し引いた額に補助金額を変

更し確定すべきところ、当該金額を含めた額で同補助金額の確定

を行い●補助金を過大に支出している。

過大交付となる補助金についてはヽ法人に返還を求めること。

なぉ、書籍等販売を目的とする成果物に対する補助については$ン

補 鳳力を受 け た年 度 内 にす が て販 売 が で き なか つ た場合 、補 助 対 象

年度以降の販売収入についても同様イと過大となるおそれがあるた

=3-
-29-



め、補助常J度 のあり方として販売収入と補担力との関係を再整理す
ること。

(4)公益財団法人 長崎県食鳥肉衛生協会      ■

指摘事項

T 郵便型手の管理について,.  1        ,
. 郵便切手の管暮にもぃでィま、受払簿を備えておうt担 当者が気使

r切 手の実在高と受払簿の照合を行つているが、担当者のみで行って
ゃり|、 また、照合印等残高を確認した記録がない。

|―適正な事務処理を行 う
｀
ことも    'イ

(5)公益社団法人 長崎県看護協会

指摘事項       !
ア 利用料金の設定に係る知事め承‐認にち いて

当法人が長時県看護キヤリア支援センタエの利用料金Iを 定める
場合には、長崎県看護キヤリア東:援 センター条例 (平成透6年長 崎県
条rダll第 53号 )の 規定に基るき知事の承認を受けなければならないこ

|と :な っているが、演習室 3の 利用についてi知事め承認がないま
ま、痺習室 1及 び 2の 利用料金 と同額を徴収 している。
適正な事務処理を行 うこと。

見

―施設の利用状況にっぃて (長 崎県看護キャリア支援センター )

当法本は、関粽施設 (崖 療機関、社会福祉準設等)を 訪商した り、
ィドンフレジトの送付を行うたほかてホー

^ペ

ージ等により施設の周
知を図るなど利用促進に努めている。           ,

|か しなが多、当年度の利用状況は、成果指標である研修受講者
数については自擦値に達 して予♪るものの、もう一つの成果指標であ
る球業相談等件数については目標値に達 してぉ らず、前年技の実績
値も下回つている。            l  i
.今 後とも、不U用 者のユーズの把握 。利便性の向上に努めるなど、

なお ―層 の利 用 イ足進 に取 り組 む べ きで あ る。 |
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区 分 平成28年度 平成29年度 平成39年度

目標 1直 a 4,000 4,000 4,100

実績値 ゆ 3,826 4,076 4,282

達成率b/a 95.7 101.9 104.4

O成果指標 (研修受講者数) (単位 :人^%)

O成果指標 (就業相 (単位 :件、%)

区 分 平成28年度 平成29年度 平成30年度

目標値 a 2,000 4,400 5,200

実績値 b 4,362 5,234 4,987

達成率b/a 218.1 119.0 94.9

(6):特定夢卜営利活動法木 長崎県難病連絡協議会

指摘事項        |      :
ア ロ的外の施設利用について   ,

長崎県難病相談 。支援センターの管理運営に関する基本協定書に

は(施設等を設置目的以外の用に供してはならないと夫ノ見定している

が、「患者会活動室」を当セィターの事業内容と直接関係のない団体

に実質的な事務室として、平成19年 2月 1日 から恒常的に利用させ

ている実態がある。

適正な事務処理を行 うこと。

意  見               ,       ―

ア 施設の利用状況にういて (景 崎県難病相談 。支援センタT)

当年度の各種相談件数は964件 (対計画比6o.3%)、 施設禾け用者教

は4'8j3人 (舟計画比921ヤ %)で あ り、どちらも目標を下回つている。

当センターにおいては、就業支援や ピアサポ‐ 卜の活用に取 り組

むなど、難病患者や家族等のサ
エビス向上を図らているが、引き続

き一層の利用促進に取り組Ⅲべきである。

O名・不重相談件数、施設利用者数の推移 (単位 :件、人、%)

※相談件 ントについては、H30に 、これまでの延

-5エ
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H30H28 H29区  分

1,600

964

60.3

73.1

1,600

1,265

79,1

1,600

1,318

82.4

104.2

目  標

実
f績

対計画比

対前年比

①
各種相談件数
(電話、面談等 )

5,763

4,770

82.8

86.0

5,215

4,833

9217

101.3

6,746

5i549

82.3

目  標

実  績

対計画比

対前年比

施設利用者数
(会議、交流会、講
演会等)

②

更している。



指摘事 F(対 象 1国 保
B健康増進 課 )    '

ア ロ的外の施設利用についそ・          、   !
長崎県難病相談 :支援セレ タ■の管饗導営に関する基本協定書に

は、施設等を諜置目的以外の用に供 してはならないど規定 している
がⅢ指定管理者において「患者会活動室」を当ャンタ▼?事業内容
と直接関係のない団

・
体に実質的な事務至

~と
して、平成 lb年 2月 1日

々ゝ́ 憚常的に利用きモそし(る 実態がある。
指定管理者には、行政財産である当センタ■の施設の―目的外使用

許可の権限がないことから(指
=管

理を と協議のうえ、え
=を

1歯

′
る

こと。

(7)社会福祉法人 大空の会
指摘事項   ; :         !
ア イ替払について

職_員 が′感染症予防対策品をドラングス トテで現丞モ艦天 じ、之の
領収書ゅ提出により当該職員に支出してしヽるもの心ある。

当法人の経理規程で定めている月Ⅲ由現金・方ゝら東出する漆ど、檻正
な会計処理を行 うこと。 「    ■  !:

(3)学校法人 柴田学園

指摘事項    |
ア 預か り保育料について

長
甲界.恥 立幼稚国毒か り_保 育推進事業費補助金の補助対象経費

の算出に用ぃる預か り保育料の収入事務において、次のとお り是正

,ド き点がぁるので、適正な処理を行 うこと。
(ア)職員による立替にっいて           ●

預か り保育料 についてィま保護者 か ら現企で隻領 しt全員分が集
まった時点で預金に入金してぃるが、平成30年 4月 分について納
入が遅れている保護者がいたため、職員が立て替えている。

(イ)現金の管理について    f
保蓄者 、々ら現今で受嶺 し、預金 :口 座へ入金するまでの間、現金

出納簿に記帳することなく保管 しているため、現金在高を照合す
ることができない。

また、時 F日日外においては担当職員が当該現金を自宅に持ち帰 り
管理 している。

-6-
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指摘事項 (対 象 :こ ども未来課 )

ア 補助:金 イと係る人件費:の 算出にういて        ―

長崎県私立学校狭育振興費補助金 (幼 稚園)の 運営費補助のうち、

人件費 (給与費割分と以下同じ。)の 算定については 前ヽ年度|こ
おけ

る補助対象幼稚園の対象職員?給与総額を県内全国の同給与総額

お除した割合を、県の同経費に係る予算額に乗じて得た額としてい

る。  1
しかし、当法人 (幼稚園)の人件費の算四においてはヽ本艮拠とな

る前年度の給与対象頼を幼稚園運営にI係 る金額 とすべきところ、俯

営す る放謀後児童 クラブ?兼務分 も含 んだ職員全員の人件寮を基

に算出したため〔炉 ,助 響 (酉己分額)が過大 となつている。

また、本件に係 る人件費の纂出について所管課は、平成30年 12月

に実施 した同法人に対す る検査で誤 りを把握していたにもかかわ

らず、交付額の変更等の措置 も取つてし`ない。    :

算定の基礎となる同補勢金 の人件費に係 る県補助金の予算額は
.

定額のため、同幼稚囲のo助額が過大になることで、県内の他の幼

稚園の補助額 (配 分額)に 影
―
響す ることか ら、当該影響額を精査の■、

を
補助金あ返還 も含 め適正な事務処理を行 うことも

(9)公 益財薗法人 昇崎県産業振興財団           !

指摘事項

ア :― 助成金に係る事務手続について ^

当法人が実施 しているナガサキ型新産業創造ファン ド事業助成

金にういて、申請者から実績報告書を受理後、助成金の額の確定ま

で に 1年 以 上 を要 して い る もの が あ る。

適正な事務処チ里を行うこど。    ・ ―

)公 益財団法人 講 早湾地域振興碁令

見

経営状況について

当年度の正味財産増減計算書では、経常収益が14,969千 円、経常

費用が03,591千 円で、当年度経常増減額は48,622千 円の赤字である

が、基本財産の一部 (49,500千 円)取 り崩 しにより補てん し、当期

一般土味財産増減額は878千 甲の黒字 となつている。

基 本 財 差

‐

(出 捐 金 )の
二

郡 取 り崩 しを前 提 と した現行 の運 営方針

-7-
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は、令和 3年度までのもあであ
｀
り、令和 4年度以降の当法人のあり

方については、令和 3年度ま奉に検討委員会等を設置tt方針を定
,る こととしているが、諌早湾干法事業を取り巻く周囲の環境等も
踏まえ|っ っ、今後の基る事業の運営イ|つ いて検討しておく必要があ
る 。

主思
　
ア

(11)lr般 社団淋木 長崎県公園緑地協会     .
指摘事項

'                        :

ア  設利用者数の目標値設定たちいて
1  平戸公園及び田平公園の施設ハェイ本に係 る目標利用者数 にちぃて、

指定管理者 と県所管課で別々の 目標値を設定している (指 定管理
者 :377,909人 、県所管課 Ⅲと95,35e人 )が 、日採値設定に際して、
事前に県所管課と調整・協議を行 うこと。     '

見

施設の利用1状:況 につぃて (平戸公園及び由平公園)    !
当法人∫

|ま (公 園利用促進のたiめ 、主イ桂イベン トとして「さくらま

?η 」(:「 光のフェスタ」のほか、フォ |コ ンテ女 ドヽ 野外体験学者
等を開催 してまたッ_デエゥォーク等地域イベン トの後接や協力を'

行うなど利用者増を図っている。
当年度の公園施設の利用著数 をみ ると、無料施設利用者数 は前年

度よ り増加 し、目標利用者数 も上画づてぃ る辛ぅのの、有料施設利用
者数Ⅲ前年察 よ ク減少 し、 巨標利用者数 も下回ってい る。   |
今

.後
とも、施設の▼ミに努あると|も にこイベントゐ充実など利

用促進に努められたい。  |
戸 田 の

し

-8-
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H28 H29 H30

鞠醐一
28,225

331,005

29,825

350,501

31,400

363,958

所
管
課

359.230 380_326 395_358
有

無
一

料

料
29,700

343.300

291900

345.100

30,100

346,900

目
標

団

体

合計
~下~

373ヽ 000 375,000
田平公園

~~~~

テニスコート

運動広場

31.120

7,203

23,917

32,057

7,724

24.333

29,670

7,115

22,555

有
料

・ 31,120 32;057 29お70
平戸公園
囲平公園

191:921

172,190

197,074

182,079

189,049

191:434

無

料

計 364,111 379,153 380.483
395,231 411.210 410,159

一実
績

Fとと(%| 1   1040
997

※ 平



指!摘 事項 (対 象 :道 路維持課)          i
ア 施設利用者数の日標値設定 :こ

ついて     '
―平戸公園及び田平公園の施設全体に係る目標利用者数について、

指定管理者 と県所管課で別々の目標値を設定している (指 定管理

者 :'71,900人 〔県所管課 :翌 5、,35患人)が ヽ目擦値設定に際して、

事前
チに指定管理者と調整:・ 協議を行 うこと。  :

(12)長 崎県公園緑地協会 日八江グリーンポー ド共向体

指摘事項

ア 施設利用者数の目標値設定について           ヽ

百花台公園及び百花台容林会園の施設全体に係 る日標利邪者数

について、指定管審者と界所管課お別々あ目標値を設定している

(指 定管4考 :220,0001人 、界所管謀 :410,720人 )が 、 自標値設定

1と 際し'て 、事前に県所管課士調整・協議を行うこと。

指摘事項
:(対 象 :道路維持課)「

ア 施設禾ll用 者募の目標値諜定について        ,
百花台公園及び百花台森林公園の施設全体に係る目標利用者数

についてく指定管理者 と県所管課で別差め 目標値 を設定 している

(指 定管理者 :220,000人 、県所管課 i410;720本 )が 、日標値設定

1こ 際し_て 、事前 1こ 指定管理者と調整・協議を行うことと

(13)長 崎県土地1開

:発
公社   :'

指摘事項                        |
ア 契約事務について    |               ′

契約事務について、次のとおり是正すべき点があるので、適正な

事務処理を行 うこと。             r    _
● (ァ)工事の入札執行について

!  長崎県土地開発公社本書規則におし`て、ェ事ゐ入本L執行は総務

部長が行 うことと定 められているが(恒常的に総務部次長が執行

している。

(ィ)ェ事等の起工の決裁について

1   長 崎 県 土 地 Fォ弓発 公 社 決 裁 規 則 にお い て 、工事 等 の起 工 につ いて
_

は 、 1件 の設 計 額 が 250万 円輝 1億 円以 下 の場 合 は 常 務 理 事 が決

裁 す る と定 め られ て い る。

-9-
-35-
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し:か しなが ら、「平戸市工業団ヽ地整備事業 に伴 う確定 測 量業務

季託」(設計額 7,132干 円)に係 る起工伺にっいて、総 務 部長 が決
裁を行ちている。 -1   1       -

(ウ )■契約保註金にういて       !
「時津10工 区 2工 区すB住 宅用地不動序基定評イ両皮び意見書

作成業務季託」につぃて、契約あ相手方が契約イ呆証金を徴取す本
き者であるにもかかわらず、誤って免除してい る。

見

県の出寮廃工べの対応にらぃそ              ‐
当公社は、現在造成 。販1発 中あ時津第10工 区について、平成 24年

に策定 した経営改善実施計画か筑状 と茅離 レていた こ とか ら、平成
28年序 を孝刀年度 とす る薪 たな経営弥善計画 を策定 し、事 業 の完 了予
定を令和 す年度 どしてぃ ると

県は「新」行財政改革プラン|に 基づく検討の中で、当該事業が完
了し■段階で当会社今の出資廃上?芳鉢 を打ち出,そ ぃるたあ、事

業嘉了密の解散 に向けた事業の精算:(資 産・負債 の処理等 の課題 に
ついて整暮|(適確!な 対痣碁進めてぃく必要があるも

′

茸た、県からの要請により取得・造成した大村臨海土業用地イこう
いては、未■に県からの買戻しかなされていなャ`状涜であるあミ、本
事業 は県か らの借 入金 と当公 社 の 自己1資 金 を財 源 と して お り、解 散
までに申己資金を回収する必姜がぁることから、引き続き県に対し
買いパ|を要請すべきおある。    ~ |     :

(14)長 i崎 県央バス株式会社

指摘事項

ア 金券等受払簿について

商品券の購入におし
iヽ
て、金券等受払簿に受入れの記載はされてぉ

りて案際に払出してぃるが、すム出し9記載がないためて受払簿上は
療!高 があることになっている。

また、当該章払簿 1と 当法人分と長崎ネ交通嵩分をまとあて韮載 じ
てヤ`る6「    1    ‐ ~~  ・

-1':  f_

当法人独泊 の受十ム簿 を作成の うぇ、適正に記載 し、残 高の照合 を
行 うこと。

-10-
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イ 規程等の・整備について           ‐

組織や職制に係 る規程等が整備 されていないj

長崎県交通局に準 じてャヽるとい うことであるがi別組織であるの

で、必要な規程等イよ独自に整備すること。

(15)特定非営利活動法人 長崎県青少年体験活動推進協会

意   見          :
テ 施設の利用状況について

当法人は、佐世保青少年の天地、千々石少年自然の家及び世知原

少年自然の家において、各市町教育委員会や学校等入の訪問、子供

会やPTA等 に対する団体利用の依頼、県・市の広報誌への掲載―

主催事業め案内、ダイレク トメエルの送付によるリピータT確保な

ど利用促進に努めているが、うち佐世保青少年の天地及び千 ′々石少

年 自然の家の 2施設の当年度利用者数について、目標利用者数を下

回ってい るざ
i

そのよ うな中(施設のあ り方に ついての検討 もなされているとこ

ろであり、さらなる利用者増に向けて(今後とも、モニタリングの

結果を施設の運営に反映させるなど、ま り利用者のニーズにあらた

施設あ利用促―進に取.り 紅むべきである。   ′

O

)公 益財団法人 佐世保市体育協会

見

施設の利用状況について (長 崎県立総合体育館県北 トレーニング室)

当法人は、初心者を封象とした無料体験やポイントサニビスの実

施などにより利用促進に努めているがヽ、当年度の利用状況は、
~近

隣

に民間の24蒔 問ジムができたこ
|と

等により、目標利用者数を達成す

ることがヽできず、前年度と比べても減少している。

1今後とも利用者の手~ズ の把握、広報の充実などを図り、なゃ一

層 の 利 用 促 進 に 取 り組 む べ き で あ る。    .

(
‐６

意

ア
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平成30年度平成29年度平成28年度

実績目標 実 績 目標実績目標
施設名

68,700 63,11071,100 65,20773,700 67,615佐世保青少年の天地

21,146 21.700 21,48721,923 22,10022,600千々右少年自然の家

24,700 25,20825,200 24,46224;800 25,501世知原少年自然の家

110,815 115,100 109,805115,039 118,400121,100合  計



O利用者数の推移 (県北トレーエング室)  (単位 :人、
|%)

~lζ
ばL

区 分 :平成28年度 平成29年度 平成30年度
目標利用者数

“

,Q00 48139Q 51,700

用者数

目標達成率

51,108. 58,329 49,1,0

14,6 19.5 △ 10。 1



4 指導事項

※ 合計欄の団体数については、重複分を除いている。

項 目 団 体 数 件 数

体

13

8 ll

契

補 助 金

6 7

5 6

4

指 定 :管 理 業 務 3

財  産  管   理 2 2

未
1

1

48

2

指 定 管・理 業 務 2 2

合    計 3 4

- 13
、-39=



監査対象団体 日

日
財援区分 監査対象となつた財政援助等の内容 金額 _監査委員

令和元年8月 26日

人

補助金

県私立学校教育振興費補助金(高等学校) 312,130,000円

県私立学校生徒指導充実推進費補助金 415,170円

9,373,650円

長崎県私立学襟授業癌基減臨時補助金 G4,350円

県私立高等学校生徒通学費補助金

県内就職推進事業費補助金

長噂県私立高等学校等就学支援基事務費養付基

10,800円

1,421,000円

交付金 1,171,800円

補助金

2,476,000円

240,00o円

結核予防費補助金 209,686円

長崎県私立学校教育,辰興費補助金(幼稚園) 290,000円

県恥立幼群園特別東族教育費補助幸 2,067,000円

育て支援活動推進事業費補助金 90,000円

学園

補助金

長崎県私立学校教育振興費補助全(高等学校) 259,177,OoO円

令和元年8月 26日 県私立学校教育振興費補助金(中学校)

長崎県私立高等学校授業料軽減補助金

75,352,000円

703,800円

7,164,600円

崎県私立高等学校生徒通学費補助金 27,500円

2,000,oOo円

交付金 交付金 338,763円

補助金 県私立中学校等修学支援宗証事業費補Eノも金 1,404,238円

学校法人
長崎日本大学学匡l

補助金

(高等学校) 414,122,000円

令和元年9月 i′ 日
県私立学校摯育振興章補助金 (中学校) 84,318,000円

長崎県私車学校生徒指導充実推進費ネ甫助金 1,000,000円

崎 県 助 金 13,188,000円

長崎県私立学校授業料軽減爺時補助金 99,000円

長崎県私立高等学校生徒通学費補助金

力をパワーァップ私立学校実践支援事業補助金

73,700円

2,000,000円

交付金 1,387,355円

補助金
県私立中学校等修学支援実証事業費補助金 1,974,900円

予防費補助金 208,240円

法人
岩永学園

補助金
県私立学校生徒指導充実推進費補助金

長嘘県矛ム立高等単校授業 金

985,000円

令和元年9月 19日
10,050,675円

交付金 長崎県私立高等学校等就学支援金事務費交付金 176.985円

(別紙 )

1 総務部関係

令和元年度財政援助団体等監査の実施状況

14-
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2企画振興部関係

3文化観光国際部関係

4県民生活部関係

6福祉保健部関係
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監査対象団体
委員実地監査 日

財援区分 監査対象となった財政援助等の内容 金 額 監査委員

職員実地監査日

長崎国際航空貨1勿夕〒

ミナル株式会社

令和2年 1月 10日
出 資 出資率 25発% 2771000,000日

砺山 和仁
山田 朋子

令和元年9月 10日

松浦鉄連株式会社 補助金 金 58,920,000円

令和元年10月 1日

西肥自動車株式会社 補助金
長崎県六ス進行対策費補助金 27,258,000円

令和元年10月 2日 長崎県生活バス路線運行対策費補助金 11,003,000円

r般社団法人
長崎県バス協会

補助金 長崎県運輸事業振興助成補助金 23,299,000円

令和元年8月 30甲

監査対象団体
委員実地監査日

財援区分 監査対象となつた財政援助等の内容 金額 監査委員

職量実地監査日

景崎県文1上回l本協議
会

補助全 文化団体助成費補助金 18,715,000円

令和元年10月 7日

一般社団法人
長崎県観光連盟

令和元年12月 19日

補助金

‐般社口法人長鳴県観光連盟運営費等補助金(運営事) 42,913,000円

渡本磨毅穂
山本 由夫

令和元年10月 lQ口 ‐般祥回法人景崎県観光連盟澤営費等補助金(事業費) 177,934,482円

長崎県総おもてなし運動推進事業補助金 238,000円

ュニバィサルツーリズム推進事業補助金 529,500田

長崎県目境離島地域しま旅滞在促進
喜斐*嘴助金

・グレードアップ
村43,117,115円

負担金 長崎県観光キヤン八エン事業負担金 23,478,277円

一般社団法人
長崎県物産振興協会

補助金 長崎県県産品振興事業補助金 10,968,900円

令不日弄年10月 9口

監査対象団体 圭鶉 旦
職員実地監査日

財援区分 監査対象となった財哄援助等の内容 金額 監査委員

公益財団法人

長崎県食鳥肉衛生協
令和2年 1月 16日

出 資 出資率 100°/O 10,0001000円
渡本磨毅穂
山本 由夫

令和元年9月 9日

監査対象団体
委員実地監査旦 財援区分 監査対象となった財政援助等の内容 金額 監査委員

公益社回法人
長崎県看護協会

指定管理長崎県看護キやウア支援セシターの指定管理業務 52,771,724円

令和元年10月 1

日、9日
補助金 1,034,000円

医療法人 共生会 補助金
保基金事業補助

5,640,000円

令和元年10月 21日

特定非営利活動法人
長崎県難病連絡協議会

指定管理 長崎県難病相談と支援センターの指定管理業務 8.472,232円

令和元年8月 30日 補助金 長崎県難病急者就労支援事業費補助金 2,894,497円

公

長
団
諾質写奎転ヽ長寿財

令和元年12月 19日 出 資 出資率 49.7% 100,000,000用 砺山
山田

禾ロイニ

月月子

令和元年 0月 3日 補助金
し 59,948,000円

社会福祉法人
大空の会

令和2年 2月 5日
出 資 出資率 100°/o 10,0001000円

渡本磨毅穂
山田 朋子

令和元年10月 16日



6福祉l呆イ建部こども政策局関係

7産業労働部関係

8水産部関係

9長林部F共ヨ係

監査対象団体 至具実地監査百
財援区分 監査対象となったv政援助等の内蓉 金額 監査委員職員実地監査白

長雲曇
青少年育成号 補助金

わつこ運動推進事業費補助釜 15,921,000円

令和元年lo月 8日 「こど|は宝J子育セ応援強化事業費補助金 2,215,000円

人
補助金

振興費補助金(幼稚園) 8,557,000円

10月 15日 長崎弓私立幼警園子育て支援活動推進事業葦為助る 462,000円

長崎 1,200p00円

監査対象団体
委員実地監査日

財援区分 肇套対寡となった財疎援助等の内蓉 金額 監査委員職員実地監査日

平戸商工会議所 補助金
長晦県小規模事業経営支援事業費補競金 29,403,OoO円

令和元年9月 12日 化支援補助金 328,880円

貧諾賢屋禁余興員オ占

令

“

元年ψttfq日 出資 出資率 79.サ
。/o 194,0,0,000円

渡本磨毅穂
砺中 和住
山田 朋子
山本 由夫

卜続留01雰百補助金 長崎県中11企業経営資源強ィL対美養等補助金 91,566,866円

彙担金 133i672,000円

.補
助金

長崎県哲産業倉1出1車穣事業費補助金 82,986,719円

新エネルギー産業等プロジェクト促進事業希助金 14,275,624円

3,976,000周

崎県職業能力開発
補助金

長崎県職業能力開発協会運営費補助金

認定訓練助

38,689,378円

令和元年19月 16日
350,00o円

監査対象団体 委員実地監査日
財援区分 監査対象となった財政援助等の内容 金 額 監査委員職員実地監査百

海栽培漁業推進
協議会 補助金

長崎県広域種共同 金 15,640,263田

令和元年10月 18日 ヒラメ共同 2,916,000円

監査対象団体
委員実地監査ヽ日

財援区分 肇査対象|なった財政援助等の凸容 金 額 監査委員職員実上也藍査白

南島原市鳥獣害防止
対策協議会 補助金 ながさ吉鳥鉢被雪防止総合対策事業費補日力金 13.675,000円令和元年lo月 17日

冨探握き磐改良守業 補助金

5,800,000円

令和元年8月 21日
1,800,000円

51,013円

化事業補助金 26,400,000円

公益財箇法人 命和2年 1月 16日

出 資 出資率 91.0% 1,900,000,Ooo円 渡本磨毅穂

Ⅲ本 由夫令和元年9月 25日

-16-
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10土本部関係

11交通局関係

12教育庁関係

刊3警察本部関係

注1:委員実地監査日欄を「―」と表示しているものは、事務局職員のみて実地監査を行つたものである。(25回 l本 )

注2:監査委員欄は、実地監査を行つたものは委員名を表示し、実地監査を行つていないものは「―」と表示している。
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監査対象団体
委員実地監査ロ財援区分 監査対象となつた財政援助等の内容 金額 監査委員

38,537,090円一般社団法
長崎県公園

人
緑地協会

指定管理 平戸公園及び田平公園の指定管理業務

令和元年9月 13日

百花台公園及び百花合森林公園の指定管理

業務
29,491,000円民埋屏字見据半単食:

同体

指定管理

令和元年8月 22日

長崎県土地開碧公社
令和元年12月 19ロ

出 資 出資率 100% 50,000.000円

渡本磨毅穂

砺山 和仁

山田 朋子

山本 由夫令和元年10月 3日

～4ロ

監査対象団体
委員監査年月日

財援区分 監査対象となつた財政援助等の内容 金 額 監査委員

予備監査年月日

長崎県央バス株式会

社      f
令和元年12月 19日

出 資 出資率 100% 90,000,000円
演本磨毅穂
山本 由夫

令不Π元年 19月 8日

監査対象回体
委員実地監査日

財援区分 監査対象となつた財政援助等o内容 金 額 監査委員

職員実地監査耳

特定非営利活動法人

長崎県青少年体験活

動推進協会

指定管理
佐 世 保青少年の天地、長崎県立千

家及び長崎県立世知原
々

自「然
然の

の

少年自 家の指定管理業務

176,377p00円

令和元年9月 18日

対馬青年の家施設運

営協会
指定管嬰長崎県立対馬青年の家の指定管理業務 15,472,000円

令和元年10月 11日

5,205,000円

長崎県高等学校文化

連盟
補助金

1,707,000円
令和元年8月 21日

3,870,000円

5,200,000円

(長崎県高等学校 3,231,000甲

観長二量斎裟翌馬g馨ぎ議薬犠
合管育館号

】ヒ
22,397,364円公益財団法人

佐世保市体育協会
指定管理

令和元年10月 2日

監査対象団体
委員監査年月日

財援区分 監査対象となつた財政援助等の内容 金 額 監査委員

予備監査年月日

公益財団法人
長崎県暴力追放運動

推進センター

令和元年12月 19日 出 資 資率 76.2% 555,278,000円 砺山
山田

和仁
朋子

令和元年9月 ,日 補助金 県暴力追放運動推進センター補助金 4,999,000円
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令和元年度 包括外部監査結果報告書

(報告書に添えて提出する意見書)【概要版】

第 1 外部監査の種類

地方自治法第 252条の 37に基づく包括外部監査

第2 テーマについて       |
1 選定した特定の事件       ヽ

「長崎県の委託契約事務の執行について」

｀2 特定の事件として選定した理由

平成 29年度の二般会計決算額における本県の委託料総額は 246億 4,485万 1,267円

であり,特別会計決算額における委託料総額 7億 293万 1,603甲 とあわせると253億

4,778万 2,870円 におよび,本県財政に与える影響は大きい。

また,委託契約 iと は「委任」と「請負」が混在している場合があり契約時に留意す

る必要があること,過年度の定期監査等で予定額や予定価格の積算根拠の明確化が求

められていること,契約方法 (一般競争入札す指名競争入札,随意契約)の適切な選

択が求められていること,契約履行を確保するために十分な監督 。検套が求められて
｀
いることなど,適正な事務執行の要請は強い。   「

これまで,弁護士が長崎県の何括外部監査人として,委託契約事務を特車のテTマ

に取り上げたごとがないため,合規性に主眼を置き監査する二とは,同事務執行の適

正化に資するものと考える。

第 3 監査対象・方法

1回の委託料支出 (一般会計のみ。契約金額の全額の場合もあれば,分割払いの一部で

ある場合もある)が 100万円以上となつている契約を監査の対象とした。

1 平成 30年度公金支出情報による絞 り込みの結果 :合計 1,731件

なお,警察本部は公金支出情報を公表していないため,上記件数には含まれていない6

2 過年度委託料調による絞 り込みの結果 :合計 290件    ‐

3 第 1次資料調査 (主に契約締結に関する資料)合計 138件    ―

4 第2次資料調査 (成果物の確認までの全ての資料)による絞り込みの結果 :132件

5 ヒアリング調査 : 132件に警察本部の7件を加えた合計 139件

-45-
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第4 指摘事T買・意見の件数   |
i 企庁的に共通する指摘事項

`意
見

指摘事項 意見

6 6

2 所管部局ごとの指摘事項・意見

所管部局 指摘事項 意見

1 危機管理監 3

2 総務部 2 5

3 企画振興部 3 7

4 文化観光国際部 3 3

5 県民生活部 0 0

6 環境部 2 1

7 福祉保健部 1

8 こども政策局 0 3

産業労働部 0 0

10 ―水産部 ―上

11 農林部 2

12 土木部 4 2

長崎振興局 15 7

14 県央振興局 2 8

15 島原振興局 2 5

16 県北振興局 2 3

三島振興局 5 0

18 壱岐振興局 4 4

19 対馬振興局 2 2

20 教育庁 1 3

21 県立学校 2 1

22 警察本部 12 0

合計 68 59

2
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第5 全庁的に共通する指摘事項・意見の概要

1 随意契約に関する指摘事項・意見

(1)はじめに

契約方法の原則は,透明性や公正性,機会均等性,経済性を確保しうる一般競争入札

モあり,随意契約は地方自治法施行令 167条の2第 1墳が定ある限定的な場合のみ選択

できる。            i
長崎県においても,随意契約事務の適正化を図るため,様々な取り組みを進めてきて

おり,本監査においても,適正化に対する県職員の問題意識の高さ,特に,随意契約は

例外的な契約方法であり原則として~般
募争入札すべきという強い意識を感じることが

できた。

しかしながら,長崎県が随意契約の適正性を担保するために導入している随意契約検

討シートについては,記載内容が抽象的であったり1不 明確であったり具体性を欠くもの

が散見され,そ の作成が形骸化しているのではないかと懸念される。

随意契約検討シと卜は,平成19年 3月 13日 付「随意契約適正化指針」で示されてい

るとおり,その内容を公表することで,県民に対し,随意契約事務の執行状況を説明す

るとともにす県民において熟行状況の適正性をチェックする機会を提供するという機能

を有している。これらの機能の重要性を認識し,詳細かつ具体的な記載に努めてもらい

たく;次のような改善を求める。

ア 随意契約検討シートには,随意契約を選択した理由を具体的かう詳細に記載すべきで

ある 【指摘事項】

随意契約検討シートにおける随意契約を選択した理由を,単に「 (当該事業を)県

内で唯―行いうる事業者である」とか「 (当 該事業に)精通した事業者は県内で他に

いない」とか抽象的な記載しかしていないものが散見された。

このような抽象的な記載だけでは, どのような調査や根拠に基づき「県内で唯一」

であるとか「県内で他にいない」と判断しているのか全く分からず,およそ,県民ヘ

の説明責任を果たしているとは言えない。

随意契約検討シー トには,随意契約を選択した理由を具体的かつ詳細に記載すべき

であると

イ 契約担当課の判断によつて予め相手方々1者に特定した上で地方自治法施行令 167条

の2第 2号 (性質又は目的が競争入札に適しない)を根拠に締結する随意契約は,「盟

らかに1者を特定しうる場合」に限定すべきである 【指摘事項】
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随意契約は,一般競争入札と比して透明性や幹会均等性を欠 く契約方法であるから,

契約担導課の判断にょって予め相手方を 1者に特定 した上で地方自治法施行令 167条 の

2第 2号を根拠に締結する随言契約は,「明らかに1者を特定しうる場合」に限定すべ

きであり,県において類型化を検討してもらいたい。

なゃ,監査人が考える「明らかi生1者を特定しうる」類型の一部は次のとおりである。

・ 業務等の履行の■めに,特許権,・ 著作権その他の排他的権利ゐ使用を必要とする

もので,当該権利を有している事業者が特定できる場合
Ⅲ 佳殊な技術又は秘密の技術に関する情報,その他,他の者が有 し得ない専門的な

知識,技術等を必要とするもので,当該情報や知識,技術等を有している事業者
が特定できる場合

・ 法令等で資格基準が定められてお り,当該業務等の履行が特定の者に限定される

場合

ウ 別添「長崎県 随意契約における参加者の有無を確認する公募手続に関する要領 (案 )」

のような公募手続の待1定を検討してもらいたい 【意見】

上記イのとおり,契約担当課の判断によって予め相手方を1者に特定した上で地方自
治法施行令 167条の写第2号を根拠に締結する堕意契約を「明らかに1者を特定しうる
場合」に限定したとすると,契約担当課において,1随意契約の本目手方を「■者に特定し
うる」と想定するものの 「明らか」 とまで断定できない事例が出てくるのではないかと

考える。

そのような事例を下般競争入札に付すのは,契約事務の執行をいたずらに煩雑化さを

不経済を招くことに繋がり,ま た,後述するような問題を抱える1者応札を引き起こす
おそれがあり妥当ではなぃととはいえ,具体的に「明らかに1者を特定しうる」という

根拠を示せないまま随意契約を濃択するのは,随意契約事務の執行の透明性や機会均等
性を害することになり許されるものではない。

そこで,契約担当課において,随意契約の相手方を「1者に特定しうる」と想定する

ものの「明らが」とまで断定できない事案の場合などに,透明性や機会均等性を確保し
つつ随意契約を選子尺できるよう,別添「長崎県 随意契約における参加者の有無を確認

する公募手続に関する要領 (案)」 のような公募手続 (以下「事前確認公募手続」とい

?。 )の制定を検討してもらいたい。

工 地方自治法施行令 167条の2第 2号を理由に随意契約を選択する場合において,「旦
らかに1者を特定しうる場合」以外は,①事前確認公募手続か,②プロポーザル・企画
提案方式を経て契約の相手方を選定するよう検討してもらいたい 【意見】

4
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オ 継続年度の随意契約検討シートにlま,過年度の事業実績や特定者と契約を継続する必

要性を検証した結果も記載すべきである 【指摘事項】

今回監査対象とした契約の随意契約検討シー トでは,当該随意契約を複数年度に渡り

継続しているにもかかわらず,契約締結当初の年度と記載内容がほとんど変わつていな

いものが見受けられた。

当該随意契約が複数年度継続している場合には,当該契約がいつから,どれくらいの

期間継続しているのか,また,過年度の事業実績や特定者と契約を継続する必要性につ

いての検証結果も具体的に記載され,屏民令の説明を行うとともに県民からの検証を受

けるべきである。

一部の所管誤あ随意契約検討シー トでは,事業の継続により過年度の実績が向上して

いっていることが具体的に記載されており,特定の相手方と随意契約を継続する必要性

が非常に分かりやすかつたので,全庁的に実施してもらいたい。

力 随意契約検討シートの改訂,随意契約検討シートの 【改訂版】マニユアルの策定を検

討してもらいたい 【意見】

本監査でヒアリングを実施して感 じたのは,随意契約検討シー トに何をどのように青

いたらいいのか具体的なイメ‐ジが掴めていない担当職員が多いということであらた。

そこで,上記監査本の意見等を吟まえた随意契約検討シー トめ改訂案やマニュアル案

を添付するので,長崎県において改訂等を検討 してもらいたい。

2 1者 応札に関する指摘事項・意見

(1)は じめに

1者応札 とは;競争入札において 1者 しか応札者がない入札事例のことであり,結果

論とは言え,競争性が確保されていない以上,有効な入札とは言えず,入札をやり直す

べきとい う見解 もある。

ア 直近の3年間で連続して1者応札となつている契約案件は「1者応札への対応につ

いて」 (平成26年 11月 14日 付26会第68号)に従い,速ゃかに仕様等の見直しや随

意契約今の移行を行うべきである 【指摘事項】

長崎県は「1者応札への対応について」(平成 26年 11月 14日 付 26会第 68号)(以

下「平成 26年通知」とヤ`う。)において,直近の3年間で連続して 1者応札となつて

いる契約案件は仕様の見直し等にっいて検討し1者応札の改善を図ること,検証の結

果,仕様等の見直しが困難で,やむを得ない場合は,随意契約へ移行する手続きを執
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ることを示している。

しかしながら,本監査において,直近の3年間で連続して1者応札となっているに

もか力|わ らず,仕様等の見直しや随意契約への移行が検討されていない契約案件が見
受けられた。            F
したがつて,長崎県においでは,平成褒6年通知を職員に周知,徹底させ,直近の3

年間で連続して1者応札となってぃる契約案件は,速やかに仕様等の見直しや随意契
約今の移行を行すべきである。

イ 「競争入札見直しのポイント～競争性を高めるために～」の策定を検討してもらい
たい、【意見】

1者応札の解消に関し,担当職員からヒアリングしてぃる中で感じたのが,職員間
に知識や情報,経験の差があるため,解消に向けた取り組みにも違いが生じているの
ではないかということであった。

そこで,1監査人は, 1者応札角早消のための取り組みとして財務省や経済産業省,文
部科学省等が示している方策を「競争入札見直しのポイント～競争性を高めるために
～」としてまとめてみた。これらを参考に,長崎県において競争入札の競争性を高め
るための見直し指針を整理,策定してもらい, 1者応札の解消に努めてもらいたぃ。

3 -般競争入札全般に関する意見

一般競争入札の競争性を高める取り組みを検討してもらいたい 【意見】

本監査において,一般競争入札の応札者が2～ 3者程度しかない契約事案が少なから
ず見受けられた。

さらに,長年に渡り,応札者が2者程度に固定化している契約事案も見受けられた。
このような契約事案は,1者応札ではないため,平成 26年通知に基づく見直し等の対

象にはならないが,特定の事業者が予定価格等のハ札情報をほぼ正確に把握した状態で
応札してくることから競争性に欠け:入ホLの形骸化や落札率の高止まりを招き,談合の

危険性も生み出しかねないものであるから改善の必要性が高い。          .
例えば,直近の5年間で応札者が特定の2者である場合は,所管課に仕様等の見直し

を義務付けるなど,適切な改善策を検討してもらいたい。

4 その他 (契約方法に関するも1の政外)の指摘事項 。意見の検出

(1)産 業磨棄物のフF出事業者としての責任の有無を速やかに再検証し,今後は,仕様書
等の作成や契約締結段階で,」F出事業者としての責任の所在を適切に定めておくべき
である 【指摘事項】               ′

6
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この問題は,長崎振興局が所管する路面清掃業務や水産部が所管する漁場環境美化

推進事業で検出されたものであるが;県が,廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以

下「廃棄物処理法」という。)における排出事業者の解釈を誤つていたことに起因し

ていることから,全庁的な見直しを求めるものであると

廃葉物処理法に排出事業者の定義はないが,同法 3条は「事業者は,その事業活動

に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規

定していることから,排出事業者はその事業活動に伴つて廃葉物を排出した者と考え

られる。 :1

そして,排出事業者t手は次のような責任がある。

【環境省ホエムペエジ上の解説の抜粋】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法)第 3条第 1項において,

事業者は,その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理

しなければならないとされており,また,同法第 11条第 1項において,事業者

は,その産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています (排 出事業者

責任)。

廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託した場合であつても,排出事業者に

処理責任があることに変わりはありません。廃棄物処理法第 12条第 7項では,

事業者は,産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われる

ために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。不適

正な処理を行う廃棄物処理業者に委託していたことが明らかになれば,」F出事業

者も廃乗物処理法の措置命令の対象になる可能性があるとともに,社名等が公表

され,コ ンプライアンスを十分に果た■ていない事業者として社会的な評価を落

としかねないジスクを十分に認識する必要があります。

県は,上記路面清掃業務や漁場環境美化推進事業において,清掃業務等の受託者が

づF出事業者であり,発注者である県はつF出事業者ではないと解釈していたようであると

しかし,路面清掃業務については道路管理者である県が排出事業者と言 うべきであると

またj漁場環境美化推進事業については,同事業の主体である県が事業活動に伴つて

廃棄物を排出した排出事業者であると監査人は解する。

このように,県においては,「排出事業者」に関する誤つた解釈のもとに実施して

いる事業があるようであるから,上記路面清掃等以外の事業に関しても,排出事業者

としての責任め有無を速やかに再検証し,今後は,仕様書等の作成や契約締結段階で,

排出事業者としての責任の所在を適切に定めておくべきである。

委託契約の前払い条項につし`ては,「煎払いの必要性が認められるとき」などの条

件を付ける,あるいは,箭払いるきる金額の上限を定めるなどの改訂を行うべきであ

る 【指摘事項】

(2)
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今回,監套を行うた委託契約において,受託者が委託料を全額 (あ るいは 8割以上)

前払ぃにより請求できる条項を設けているものが散見され,実際,履行期間は 1年間

であるにもかかわらず,履行期間開始後すぐに契約金額の約 8割を前払いしている事

案もあゎた。

確かに,人件費等必要経費の支出に備えて下定額の前払いが必要となる受話者側の

事情は理解できると                 '  I
しかし,委託契約における報酬請求については,その委託契約の法的性質が民法上

の請魚碧約であっても委任契約ないし準委任契約であっても,業務が完了し成果物の

確認を行つた後の後払いが原則的取扱いである.し ,県が締結している契約においても

同様の取り扱いをしている。また,受託者が業務完了前に破産するなど,履行不能と

なることもあり得るため,委託業務の完了前に過大な前払金を支払 うことにはリスク

を伴う。

したがつて;委託料の前払いについては,次のような制限 (あ くまで例示である)

を設けるように改めるべきである。|

①  「発注者 (長崎県)において必要と認めるときは前払いできる」

:  この条項例は,受託者より具体的な必要性を示した上で前払いの請求をしても

らい,発注者である長崎県がその必要性を確認した上で前払いすることを想定し

ている。

②  「四半期ごとにOO円 を上限として前払いできる」

この条項例は,契約期間を分害Jし (四半期に限る必要はない),その期間ごと

に前払い金額の上限を定めるものである。 1度に多額を前払いすることを避け,

十 分割前十ムいを行 うに際し,それまでの出来高を確認することで,可能な限り履行

状況に合わせた委託料の支払いを可能にするものである。         '

(3) 委託業務に二定の技術水準や資格を求める場合には,管理技術者め決定通知を受

ける際などに,同技術者の履歴書等だけでなく,資格証明書等の写しの提出も求め

るのが望ましい 【意見】

今回監査を行つた委託契約においては,委託業務に一定の技術水準や資格を求める

ものが少なからず見受けられた力ヽ 管理技術者9履歴書等の提出だけで,資格証明書

等の写し9提出までは求めていないものが多かった。

レかし,委託業務に一定の技術水準や資格を求めるのであれば,契約締結時に資格
証明書等の写しの提出を求め,技術や資格を有することを確認するのが望ましい。

このことは,指名競争入札の入札参加資格の審査時に資格証明書等の提出を受けて
いた場合であっても同様である。

8
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令和元年度 包括外部監査結果報告書

(報告に添えて提出する意見書)

テーマ

長崎県の委託契約事務の執行について

長崎県包括外部監査人

演口 純吾
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I 包括外部監査の概要

第 1 外部監査の種類     (
地方自治法第252条の37に基づく包括外部監査

第2 テーマにういて            '
1 選定した特定の事件

「長崎県の委託契約事務の執行について」

2 特定の事件として選定した理由

平成 29年度の下般会計決算額における本県の委託癖総額は246億 1485万 1ぅ 261円

であり,特別会計決算額における委託料総額 7億 293万 1,603円 とあわせると253億
4,778万 21870円 におよび,本県財政に与える影響は大きいと

を また,委託契約には「委任」と「請負」が混在している場合があり契約時に留意す
る必要があること,過年度の定期監査等で予定額や予定価格の積算根拠の明確化が求
められていること,契約方法 (一般競争入本L,指名競争入札,随意契約)の適切な選

界が求められている手と,契約履行を確保するために十分な監督・検査が求められて
いることなど,適正な事務執行の要請は強い。

これまで,弁護士が長崎県の包括外部監査人として委託契約事務を特定のテーマに

取り上げたことがないため,合規性に主眼を置き監査することは,同事務執行の適正

化に資するものと考える。

第 3 監査の視点

1 合規性・適法性の視点

行政は,法律による行政の原理に従って運営されなければならず,法律や条例,そ の下

にある規則,要綱等に従らて適正に行われることが必要である。これらのことは当然,委
託契約事務においても妥当する。

よつて,本監査においては,合規性・適法性の視J点 からの監査を行う。

2 経済性・効率性・有効性 (3E)の視点

包括外部監査人は,当該地方公共団体の財務に関する事務の執行友び経営に係る章業の

管理を監査するとされている (地方自治法252条の37第 1項 )。 また,監査をするにあた

つては,当該地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が,住民
の福社の増進,最少の費用で最大の効果を挙げているか,組織・運営の合理化に努めてい

るか,他の地方公共団体に協力を求めて規模の適正化を図つているか, という観点に特に

留意すべきとされている (地方自治法252条の 37第 2項,同法 2条 14項 ,同条 15項 )。

そこで,本監査においては,これら3Eの視点を踏まえた監査も行う。   .

1
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第4 監査対象                             「

1 監査対象とした委託契約事務

1回の委託料支出 (一般会計のみ。契約金額の全額の場合もあれば,分割払いの一部で

ある場合もある)が 100万円以上とならている契約を監査の対象とした。

所管部局

1 危機管理監

2 総務部

3 企画振興部

4 文化観光国際都

5 県民生活部

6 環境部

7 福祉保健部

8 こども政策局

9 産業労働部

10 水産部

11 農林部

12 土本部

13 出納局

14 長崎振興局

15 県央振興局

島原振興局

17 県北振興局

18 五島振興局

19 壱岐振興局

20 対馬振興局

21 議会事務局

22 教育庁

23 監査事務局

24 県立学校

25 警察本部
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第5 監査手続

実施した監査の流れは,以下のとおりである。

1 平成30年度公金支出情報による絞り込み            ―

平成30年度の公金支出情報 (令和元年6月 1日 時点において,長崎県ホームページ上で

公表されていたもの)か ら, 11回の委託料支出 (=般会計のみ)が 100万円以上となって

いる契約を検索したところ,合計 1,731件が抽出された。

なお,警察本部は公金支出情報を公表していないため,上記件数には含まれておらず,

平成 29年度の委託料調等を基に後記第2次資料調査やヒアリング調査の対象とする委託

契約を抽出した。      1

2 過年度委託料調による絞り込み

合計 1,731件の契約について,十 平成 29年度の委託料調※1等の資料を閲覧し,さ らに調

査対象を絞り込んで;合計 290作の契約につき,次の第 1次資料調査の対象とした。

3 第 1次資料調査 (実施時期 :令和元年 7月 ～同年 8月 )

合計 290件につき,所管部局から次の資料の提出を受けた。
i① 仕様書・設計図書

② 施行伺

③ 入本L結果報告書 (ま たはこれに類する資料)

④ 契約伺                          ′

⑤ 契約書

⑥ 随意契約検討シート

これらの資料の閲覧調査を行い,問題や疑FH月ヽが残る契約合計138件につき,次の第2

次資料調査の対象とした。

なお,次の3部局については,第 1次資料調査において問題や疑問点が残る契約がなか
つたことから:,第 2次資料調査の対象外とした。 |

出納局

議会事務局

監査事務局

4 第 2次資料調査 (実施時期 :後記第 6参照)

合計 138件につき,第 2次資料調査として,上記①ないし⑥の資料に加え,成果物の確

※1定期監査のために作成されている委託料支出に関する調書。委託の内容,委託先,契約方
法,入札・見積書数,落札率,契約額,委託期間等の情報が記載されてしヽる。

3

T60-



認に至るまでの全ての資料の提出を受け,契約の締結から履行確認までの全過程を調査し,

問題や疑問点が残る契約 132件に警察本部?7件を加えた合計 139件につき,4の ヒアリ

ング調査の対象とした。                  1

5 ヒアリング調査 (実施時期 :後記第 6参照)

合計 139件につき,担当者よリヒアリング調査を行つた。

-61-
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第6 監套した件数や日程の詳細

!所管都局 監査件数及び日程

1 危機管理監

、100万円以上の支出 12イ牛

第 1次資料調査 4件

第 2次資料調査
4件

Rl,10。 7

ヒアリング
4件

Rl.11.5//Rl,11.14

2 総務部

100万円以上の支出 164件

第 1次資料調査 22イ牛

第 2次資料調査
11件

Rl,10.23

ヒアリング
11件

Rl.10.31/Rl,11.14

3 企画振興部

100万円以上の文出 21イ牛

:第 1次資料調査 8件

第 2次資料調査
7件

Rl.10,7件

ヒアリング
7イ牛

Rl.11.1

4   文化観光国際部

100万円以上の支出 25イ牛

第 1次資料調査 13件

第 2次資料調査
8件

Rl.10.1

ヒアリング
8件

Rl.11.6

県民生活部

100万円以上の支出 29イ牛

第 1次資料調査 9件

第 2次資料調査
3イ牛

Rl.9。 25

ヒアリング 0イ牛

5
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所管部局 監査件数及び 日程

6 環境部

100万 円以上の支出 15イ牛

第 1次資料調査 8件

第 2次資料調査
3件

Rl,9.30

ヒアリング
3件

Rl.11.5

7 福祉保健都

100万円以上の支出 139イ牛

第 1次資料調査 18件

第 2次資料調査
2件

Rl.9.26/Rl,10.25

ヒアリング
2件

Rl.10.28

8 こども政策局

100万 円以上の支出 38イ牛

第 1次資料調査 4件

第 2次資料調査
2件

Rl.10.2

ヒアリング
2件

Rl.10.23

9 産業労働部

100万円以上の支出 134イ牛

第 1次資料調査 21件

第 2次資料調査
3イ牛

Rl.9.26/Rl.10,25

ヒアジング
3件

Rl.10.26

10 水産部

loO万 円以上の支出 67イ牛

第 1次資料調査 10イ牛

第 2次資料調査
5件

Rl.‐ 10.4

ヒアリング
5件

Rl,10.28
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所管部局 監査件数及び 日程

11 農林部

190万円以上の支出 17イ牛

第 1次資料調査 9件

第 2次資料調査
6件

Rl.10.18

ヒアリング
6件

Rl.10.23

12 土木部

100万円以上の支出 57イ牛

第 1次資料調査 12イ牛

第 2次資料調査
5件

Rl.11.13

ヒアリング
5件

Rl.11.14

13 長崎振興局

100万円以上の支出 269件

第 1次資料調査 36イ牛

第 2次資料調査
21件

Rl.8.13/Rl1 8,16

ヒアジング
21件

Rl.8.13/Rl.8.16

14~  県央振興局

100万円以上の支出 103イ牛

第 1次資料調査 26イ牛

第 2次資料調査
17件

Rl.8.14/Rl.8,20

ヒアリング
16件

Rl.9,4/Rl1 9.10

15    島原振興局

100万円以上の支出 107イ牛

第 1次資料調査 13イ牛

第 2次資料調査
6件

Rl.8.20/Rl,8.21

ヒアリング
6件

Rl.8.29

7
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所管部局 監査件数及び 日程

16 県北振興局

100万 円以上の支出 2701牛

第 1次資料調査 25件

第 2次資料調査
7件

Rl.8.21

ヒアリング
7件

Rl:8.26/Rl.9.2

17 五島振興局

100万 円以上の支出 1181牛

第 1次資料調査 11件

第 2次資料調査
6件

Rl.10.7

ヒアリング
6件

Rl.10,7

18 壱岐振興局

100万 円以上の支出 41件

第 1次資料調査 11件

第 2次資料調査
6件

Rl.10.2

ヒアリング
6件

Rl.10.2

19 対馬振興局

100万 円以上の支出 91件

第 1次資料調査 8件

第 2次資料調査
6件

Rl.10,1

ヒアリング
6件

R■ 10.1

20 教育庁

100万 円以上の支出 80T牛

第 1次資料調査 件

第 2次資料調査
5件

Rl.10:18

ヒアリング
5件

Rl.11.5
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所管部局 監査件数及び日程

県立学校

100万 円以上の支出 13イ牛

第 1次資料調査 11イ牛

第 2次資料調査
5件

Rl.10.18

ヒアリング
Rl.10.28

22 警察本部 ヒアリング
7件

Rl.10。 28

9
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第 7 監査実施者

1 包括外部監査人

演百 純吾 (弁護士)

2 補助者

有馬 理

青野 悠

漁占ナII  参鶏

(弁護士)

(弁護士)

(弁護士)

第8 利害関係の有無     ィ       く

包括外部監査ハ,補助者いずれにおいても,包括外部監査の対象とした事件につき,地

方自治法 252条の29の規定により評載すべき利害関係は存在しない。

10
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Ⅱ 包括外部監査の結果報告・総論

第1 指摘事項・意見の検出

l 指摘事項・意見の報告の仕方について

本監査を経て,多くの所管部局で見受けられた委託契約事務の問題点を「各論 (全庁共

渾)」 とレて報告する。かかる問題点は,多 くの所管部局に共通していることから,今回,

監査対象としてぃない委託契約等についても同様あ問題を抱えているのではないかと懸念

されるため,長崎県においては,全庁的に再検討されるよう求める。

検出した指摘事項・意見の報告は次のような構成となる。

①  「指摘事項・意見の概要」

総論として,全ての指摘事項・意見の概要を報告する。

②
l「

Ⅲ 包括外部監査の結果報告・各論 (全庁共通)」

全庁的に共通していると考える指摘事項 ,意見を報告するも   、

③  「Ⅳ包括外部監査の結果報告・各論 (所管部局ごと)」

所管部局ごとに,個別の指摘事項及び意見の詳細を報告する。

? 「指摘事項」及び「意見」の定義

本監査において報告する「指摘事項」及び 「意見」の定義は,次のとお りである

定 義

指摘事項 合規性・適法性に問題があり,速やかに是正 。改善を求あるもの

意見

合規性・適法性に問題があるとまでは言えないが,今後の事務処

理の円滑化や合理化の観点等から是正・改善を行 うことが望まし

いと考えるもの          ′         ｀

3 指摘事項・意見の概要

本監査での指摘事項及び意見の概要は,以下のとおりであるも

11
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(o)全庁共通

【指摘事項】

【意見:】

随意契約検討シートには,随意契約を選択した理由を具体的かつ詳細に記載す

ぶきである。
1

契約担当課の判断によつて予め相手方を 1

161条の2第 2号を標拠に締結する随意契約は,「明らかに1者を特定しうる

者に特定した上で地方自治法施行令

場合」に限定すべきである。

継続年度の随意契約検討シー トには,過年度の事業実績や特

する必要性を検証した結果も記載すがきである。

定者と契約を継続
3

直近の 3年間で連続 して 1者応札 とな?ている

(平成26年 11月 14日 付26会第68号)に従い,速やかに仕様等の

見直しや随意契約への移行を行うべきでわる。

契約案件は「1者応札への対応

について」4

産業廃棄物の排出事業者としての責任の有無を速やかに再検証し,

様書等の作成や契約締結段階で,排出事業者としての責任の所在を適切に定め

ておくべきである。

今後は,仕

委託契約の前払い条項については,「前払いの必要性が認められるとき」

の条件を付ける,あ るいは,前払いできる金額の上限を定めるなどの改訂を行

な ど

うべきである。

6

別添「長崎県 随意契約における参加者の有無を確認する

」のような公募手続の市ll定 を検討 してもらいたい。

公募手続に関する要

領 (案 )

1

地方自治法施行令 167条の2第 2号を理由に随意契約を選択する

て, 丁明らかに 1者を特定しうる場合」以外は,①事前確認公募手続か,②プ

ロポーザル・企画提案方式を経て契約の相手方を選定するよう検討してもらい

たい。

場合におい

3
随意契約検討シー トの改訂,随意契約検討シー トの 【改訂版】マニュアルの策

定を検討してもらいたい。

4
「競争入布L見直しのポイント～競争性を高めるために～」の策定を検討しても

らいたい。

5 あ競争性を高める取り組みを検討して一般競争入札 もらいたい。

6

委託業務に一定の技術水準や資格を求める場合には,

受ける際などに,同技術者の履歴書等だけでなく,資格証明書等の写しの提出

管理技術者の決定通知を

も求めるのが望ましい。

-69-
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(20)教育庁

【指摘事項】

(21)県立学校

:【指摘事項】

概 要

1
県学j委評者として,受託者に対して,報告書の記載内容について仕様書の内

容との関連性を重視し作成するよう積極的に指示すべきである。

【意見】

概 要

1
仕様書は,妻託者が受託者に対して,いかなる内容の業務委託を行うか,その

委託の範囲や内容を具体的に特定して記載すドきである。

2
県は,f委託者として,隻記者に対して,報告書の記載内容にっいて仕督との関

連性を明らかにして作成するよう積極的に指示すべきである。

【意見】

概 要

1

相当程度長期間:随意契約が結ばれているような委託契約においては,随意契

約とする理由の適正さを検討するのに役立っ資科を添付するなどの二夫を検討

することが望ましいЬ

1

2

本委託業務においては,プロポ■ザル方式を採用するなど,競争性を確保した

上で技術力や専門性が評価されるよう契約方法を検討することが望ましい。

本委託業務においては;単区をさらに細分化するなど他事業者の新規参入をよ

り容易にする仕様書の変更を検討することが望ましい。

3
本委託業務につヤ′Ⅲては, 1者応札Q継続を回避するため,仕様等の見直しを検

討することが望ましい。

25



第 20 教育庁

1 監査の対象及び方法

(1)平成 30年度における 106万 円以上の委託料支出 :80件

(2)第 1次資料調査 in件

(3)第 2次資料調査 :5件

(第 2次資料調査日 :令和元年 10月 18日 )′

(4)ヒ アリング調査 :5件

(ヒ アリング実施 日 :!令和元年 11月 5日 )

2 問題点の検出

(1)ながさき教育情報ネットワーク保守SE及びヘルプデスク業務委託 (担 当課 :総務課)

【委託業務概要】

ながさき教育情報ネットワーク (以下 「NEWS」 |い う。)の各ツトワーク運用監

視や障害対応,プログラムの不具合対応などの保守業務や,県立学校からのパソコント

ラブルの問い合わせ対応,教育庁ィンターサーバ等更新の作業補助を行う。

契約方法 一般競争入札

契約金額 75,232,800円

契約期間 平成 27年 10月 1日 ～平成 30年 9月 30日

【問題J黒 】

特に問題となる点は認められなかつた。

(2)イ ングリッシュキヤンプ運営業務委託 (担当課 :義務教育課)

【委託業務概要】

宇久地区 (佐世保市),島原市,南島原市の3市において,受託事業者が提供する英

会話体験プログラムや大学の留学生等を活用して,学校から離れた場所 (地域の施設や

史跡等)を会場にしながら,直接的な外国人との英会話体験プログラムを提供するため,

外国人講師・運営スタッフ等の配置や教材の準備等イングリッシュキャンプ事業の円滑

な運営を行 う。

契約方法 一般競争入札

契約金額 6,634,570円

契約期間 平成 30年 8月 7日 ｀平成 31年 2月 28日

【問題点①】

本委託業務は,平成 28年度からの3か年計画の事業である。当初から契約方法士して

一般競争入札が採用されてぃるが,本委託業務までの3年度すべて見積業者である同一
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の事業者が落札してぃる。平成 28年度は,他に 1社が入札に参加しているものの,平成

29年度,本委託業務である平成 30年度は,見積業者がそのまま1者応札の上落札して

いる状況であると    |   ＼                   ,
本委託契約は平成 30年 9月 28日 から向年 11月 1日 までに;イ ングリジシ■キャンプ

を各地で7回実施する契約内容となっているが,下般競争本札の公告は同年
′
7月

′
12日

,

入札執行日が同年 8月 1日 と設定されており,入札から約 2か月弱という短期間でイン

グリッシ■キャンプを実施するスケジュ‐ルとなっている。

競争参入の観点からは,このような短期間で具体申な実施日時が決められているキヤ
ンゾ運営を実施できる事業者は事実上限定され,競争を阻害するおそれがある。現に平

成 28年度に他の 1社が入札に参加しているものの他の2年度は見積業者が二者応札を

している点から見ても,公告期間や準備期間の短さが参入障壁となっている可能性は否

定できない。

また,本委託業務では,受話事業者がプログラムを提案し県教育委員会や市吋村と協

議を|た上でプログラム詳細を決定することとなっており,またプログラム実行のため

に高度な英語コミュニケーション能力等適正な能力を有する外国人講師を確保する必要

もあり,業務内容に関して高度な技術力や専門性が求められるものである。したがって,

価格の面での競争のみならず業務内容や質という面での競争が重要と考えられる。

そこで,例えば本委託事業に関してプロポーザル方式を雰用するなど,技術力や専門

性での競争性を確保した上で,′ より技術力や専門性が評価されるよう契約方法を検討す
、ることが望ましいと

【意見】                              ｀

本委託業務におぃては,プロポーザル方式を採用するなど,競争性を確保した上で技

術力や専門性が評価されるよう契約方法を検討する手とが望ましい。

I問題,点②】

本委託梨約においては,プ歯グラム終了後 1か月以内又は契約期間の末日のいずれか

早い日までに業務完了報告書 (以上「報告書」という。)を提出しなければならないと

されている (契約書5条 1項)。 i

これに基づき,受託者から平成30年 ■月20日 に報告書が提出されている。そこには,

実施日時,場所,参加者数,ス ケッフ従事者数,プログラム趣旨;プログラム内容と活

動の様子等が記載されている。

記載内容により概ね委託業務の内容は理解できるものの,運営に必要な人員を適正に

配置したか否か,危機管理体制をどのように構築し実施したか,どのような教材を配布

使用したか等,仕様書に記載されている委託業務内容の孝行度合を確認するための情報
が不足してぃる。

報告書は,受託者が仕様書の内容に従い委託業務を遂行 したかを委託者において確認
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するために重要な意味をもつ資料である。県は,委託者として,受託者に対して,報告

書の記載内容について仕様書の内容との関連性を重視し作成するよう積極的に指示すべ

きである。

【指摘事項】  ―

県は,委託者として,受託者に対して,報告書の記載内容について仕様書の内容との

関連性を重視し作成するよう積極的に指示すべきである。

(3)平成30年度 県立学校給食調理等業務委託 (C地区)(担当課 :体育保健課)

【委託業務概要】

大村地区 (以下「C地区」という。)における特別支援学校,夜間定時制高等学校で

提供する給食 (以下「学校給食」という。)や特別支援学校の寄宿舎で提供する食事 (以

下「寄宿舎食」という。うの調理等業務を行う。

契約方法 総合評イlξ一般競争入札

契約金額 174,960,000円

契約期間 平成 29年 8月 1日 ～令和 2年 7月 31日

【問題点】   !                             1
本委託業務の総合評価一般競争入木Lには,受託者と後述するD地区の落札業者の2社

が参加している。

とア)ングによれは,過去には本委託業務の入札に参加する事業者が他に2, 3社あ

ったものの,その後は本委託業務の受話者とD地区の受託者のみが入札に参加し,他に

新規で入札に参加する事業者を探すのは,委託業務の内容や事業者の規模,事業者の人

員確保が困難である等,様々な事情により困難ではないかとのことである。

本委託業務は∫ 1者応札が継続しているケースではないが,現在のところ本委託業務

の受託者とD地区の受託者以外の事業者が新規参入する見込みは大きくない。このよう

な委託業務においては, さらに地区を細分化して委託業務のス

'ム
化を図るなど,他事

業者の新規参入が容易になるような仕様書の変更を検討することが望ましい。

【意見】

本委託業務においては,地区をさらに細分化するなど他事業者あ新規参入をより容易

にする仕様書の変更を検討することが望ましい。

(4)平成30年度 県立学校給食調理等業務委託 (D地区)(担当課 :体育朱健課)

【委託業務概要】

佐世保,東彼杵地直 (以下「D地区」という。)における特別支援学校,夜間定時制

高等学校で提供する学校給食や特別支援学校の寄宿舎で提供する寄宿舎食の調理等業務

を行う。
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契約方法
｀
総合評価一般競争入札

契約金額 130,680,000円

契約期間 平成 29年 8月 1日 ～令和 2年 7月 31日

【問題点】      ) 
・

本委託業務の裕合評価一般競争入札は,受託者の 1者応札となっている。

ヒアリングによれば,本委託業務の地区分けがかつて県内2地区に区分されていたこ
ろに,ュ,入札参加事業者は本萎託業務の受託者以外にも1, 2社存在したものの,現在
においては,本委託業務に関して,今後新規で入札に参カロする他の事業者を探すのは委
託業務の内容や事業者の規模,事業者の人員確保が困難である等,様々な事情により困

難ではないかとのことである。

本委託契約は,長 らく1者応札が続いているケースではないものの,今後は上記の事
情により1者応札が続くことも予想できるところである。そのため,出納局会計課長名
で発せられた平成 26年 H月 14日 付「1者応札への対応について」 (26会第 68号)の
趣旨に従い,①参入障壁となり得る事情がないかを検討し,②参入障壁となり得る仕様

等の見直しができるのであれば,仕様等を見直すなど, 1者応札の継続を回避する対応

を検討することが望ましい。

【意見】           i
本委託業務にあいては, 1者応札の継続を回避するため,仕様等の見直しを検討する

ことが望まし彰Ⅲo        i                `

(5)長崎県教育センタエ仮なサとが環境1再築業務委託
.(担

当課 :教育センタと
)

【委託業務概要】                     ―

機器真新に伴う長崎県教育仮想サーバの構築及び県庁サ‐バ環境への移行,教育セン

ター所内LANの NEWSネ ットワークヘの接続,機器更新に伴う教育センター第2パ

ソコン室のサーバ,ク ライアントPC等の設定等を行う。

契約方法 一般競争入札

契約金額 6,998,400円

契約期間 平成 30年 10月 1日 ～平成 31年 2月 20日

【問題点】

特に問題となる点は認められなかった。
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第 21 県立学校

1 監査の対象及び方法

(1)平成 30年度における 100万円以上の委託料支出

(2)第 1次資料調査 :11件

(3)第 2次資料調査 :5件

(第 2次資料調査日 :令和元年 10月 18日 )

(4)ヒ アリング調査 :3件

(ヒ アジング実施 日 :令和元年 10月 28日 )

13件

2 問題点の検出

(1)sGH海 外フィール ドフ▼ク②業務委託 (担当学校 :長崎県立長崎東高等学校)

【委託業務概要】

高校 2年生4名 を選抜して,文部科学省指定スーパーグ歯―バ″ノⅢイスクール事業に

係る海外フィール ドワークを実施するもので,交通手段や宿泊施設の確保,添乗業務,

現地コーディネートを主な業務内容とする。

契約方法 一般競争入札

契約金額 2,547,936円

契約期間 平成 31年 1月 28日 ～平成 31年 3煽 31日

【問題点①ト

本委託業務の仕様書には,「 1 目的 。概要」の項目に,海外フィール ドワークを実

施する旨のほか,①課題研究成果を現地大学等で発表し,フ ィードバックを得る,②調

査やインタビュー,研究施設訪問等を実施し,課題研究を深める,③多様な価値観と文

化的多様性を理解し,グ泣―バルな物の鼻方を養う,と記載されている。

このような仕様書の記載からは,委託業務の内容として,現地フィール ドワークのプ

ランニング等も含まれているかのように読み取れるが,担当者ヒアリングの結果,本委

託業務は交通手段や宿泊施設の確保,添乗業務,現地コーディネートが主な業務内容で

あり,現地フィール ドワークのプランニング等は含まれていなかつた。

仕様書は,県が受託者に対して,いかなる内容の業務委託を行うかを具体的I手特定し

て記載すべきであり,委評の範囲,内容等を明確に記載しなければならない。本委託業

務における仕様書は,海外フイール ドワークという事業自体の趣旨目的を記載したもの
~と

なつており,こ の事業を行うにあたり県が委託事業者に対して何を委託するのかが明

確に記載されていない。

仕様書の記載が不明確であると,入なし参加を希望する.者に紺し,実際の委託業務を超

える業務を求められているという誤解を与え,入札を疇賭させる,あ るいは,入札金額

を高く設定せざるを得なくなる,と いつた弊害をもたらしかねない。
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【指摘事項】                     ―

仕様書は,委託者が受託者に対して,いかなる内容の業務委託を行うか,その委託の

範囲や内容を具体的に特定して記載すべきである。             |

【問題点②】

本委託業務におぃては,委託業務完了後,遅滞なく業務完了報告書を委託者に提四し

なければならないとされている (契約書 5条 l項 )。

提出された業務完了報告書を確認すると,海外フィ‐ルドワーク‐初日から最終日まで

の受託者の添乗員の感想などが報告きれている。しかし,仕様書に記載されている宿泊
の確保:現地での移動手段や内容,食事の実施,現地ヨーディネエトの有無,病気事故

等緊急対応の有無;その他問題Jく など,ほ とんど具体的な記載がなく,業務完了報告書

をもつて,仕様書に記載されている委託業務の内容が適正に遂行されたかどうかを確認

することはできない。

本委託業務においては,既に問題J煮①で指摘したとおり
・

仕様書の記載内容自体が不

明確であるため,そ の委託業務完了報告書の内容も曖床な内容となつていると思われる!

委託業務完了報告書は,委託者が:仕様書の内容に従い受託者が委託業務を遂行したか

を確認するために重要な意味をもつ資料であるも県は,委託者として,受託者に対して,

報告書の記載内容について仕様との関連性を目月らかにして作成するよう積極的に指示す
べきである。

【指摘事項】

県は,委託者として,受託者に対して,報告書の記載内容について仕様との関連性を

明らかにして作成するよう積極的に指示すべきである。

(字 )衛生看護科生徒看護臨地実習委託 (担当学校 :長崎県立五島高等学校)   ・

【委託業務概要】

県立学校衛生看護科の生徒が,学校において看護に関する基礎的な知識・技術・態度

(精神)を有機的に関連させ,これを臨床の場に応用する能力を養うため,一定期間,

病院に基礎看護実習などを委託するもの。

契約方法 随意契約

契約金額 17,902,080円

契約期間 平成 30年 4月 10日 ～平成 31年 3月 22日

【問題点】

本委託業務は,昭和 49年度から現在まで継続している業務委託であり,県立五島高等

学校の衛生看護科の生徒が准看護師受験資格を得るために一定数の病院実習を終えるこ

とが必須となるところ,30名 以上の生徒を同時に受け入れ,かつ実習をさせるだけの規
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模を持つ病院が五島市内に1つ しかないという理由から,長年随意契約がなされている。

本委託業務の内容に鑑みれば,随意契約の理由には相当il生 があり,問題はない。しか

し,相当程度長期間,随意契約が結ばれている経緯を踏まえて, さらに随意契約の道正

さを担保するために,随意契約検討シートに近隣病院の病床数や診祭科目数などを比較

した資料を添付するなどの工夫を検討することが望ましい。

【意見】

相当程度長期間,随意契約が結ばれているような委託契約においては,随意契約とす

る理由の適正さを検討するのに役立つ資料を添付するなどの工夫を検討することが望ま

しヤ`。

(3)盲学校小学部棟寄宿舎における外壁調査業務の委託 (担当学校 :長崎県立盲学校)

【委託業務概要】

建築基準法 12条 2項に基づく盲学校の定期調査における外壁・軒裏調査及び落下防止

用手招 丁タラップ等金属物の腐食状況の調査業務を委託するもの。

契約方法 指名競争入札

契約金額 2,808,000円

契約期間 平成 30年 11月 28日 ～平成 31年 2月 28日

【問題,煮 】

特に問題となる′黒は認められなかつた。

168

-77-




